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一
、
は
じ
め
に

　

古
浄
瑠
璃
『
平
家
物
語
』（
元
禄
七
年
正
月
刊
）
に
始
ま
る
一
連
の
鱗
形
屋

（
孫
三
郎
）
版
の
軍
記
読
物
浄
瑠
璃

（
一
）

は
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
正
月

刊
（
推
定
）
の
古
浄
瑠
璃
『
太
閤
記
』（
以
下
『
太
閤
記
』
と
略
）
に
至
っ
て
、

そ
の
編
集
方
法
の
面
で
、
あ
る
程
度
成
熟
し
た
段
階
に
至
っ
た
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
と
は
、
軍
記
を
浄
瑠
璃
仕
立
て
の
読
物
と
し
た

作
品
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
太
閤
記
』
の
場
合
、
主
要
な
典
拠
と
な
っ
て
い
る
軍

記
『
信
長
記
』・『
太
閤
記
』
に
基
づ
く
内
容
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
典
拠
（
仮

名
草
子
『
伽
婢
子
』『
聚
楽
物
語
』
な
ど
）
に
基
づ
く
内
容
を
巧
み
に
取
り
混
ぜ
、

刊
記
に
見
ら
れ
る
「
軍
書
」
の
「
抜
書
」
と
い
う
方
針
だ
け
で
は
括
れ
な
い
、
複

雑
な
編
集
を
行
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る

（
二
）。

　

し
か
し
『
太
閤
記
』
は
、
刊
行
後
す
ぐ
に
絶
版
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
鱗
形
屋

に
よ
る
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
刊
行
は
こ
の
作
品
を
以
て
途
絶
え
、
そ
れ
以
降
に
は

続
か
な
か
っ
た
。『
太
閤
記
』
は
、
初
版
の
十
二
年
後
の
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）

に
な
っ
て
、
お
そ
ら
く
同
じ
鱗
形
屋
が
、
刊
記
の
版
元
名
を
削
除
し
た
上
で
、
一

部
改
修
版
を
刊
行
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、『
太
閤
記
』
は
複
雑
な
経

緯
を
経
て
再
版
や
後
刷
が
重
ね
ら
れ
て
い
く

（
三
）。

そ
う
し
た
『
太
閤
記
』
の
刊

行
に
関
与
し
た
版
元
に
、
そ
の
求
版
本
（
推
定
）
を
刊
行
し
た
藤
田
忠
兵
衛

（
四
）

や
、
覆
刻
本
を
刊
行
し
た
山
形
屋
勘
右
衛
門
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
版
元
は
ど
ち

ら
も
、『
太
閤
記
』
と
は
別
に
、
独
自
に
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
を
刊
行
し
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
そ
の
う
ち
、
藤
田
忠
兵
衛
が
刊
行
し
た
古
浄
瑠
璃
『
鎌
倉
北
条
九
代

記
』（
全
七
巻
各
六
段
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
編
集
方
法
に
つ
い
て
分
析
を
加
え

る
こ
と
に
す
る
。『
太
閤
記
』
の
刊
行
に
関
与
し
た
版
元
が
、
そ
の
編
集
方
法
を

ど
の
よ
う
に
継
承
し
、
そ
の
上
に
、
ど
の
よ
う
な
新
た
な
趣
向
を
加
え
て
作
品
を

編
集
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
新
た
な
趣
向
は
、
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
展
開
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。二

、
古
浄
瑠
璃
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
刊
年

　

ま
ず
本
題
に
入
る
前
に
、
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
史
的
展
開
の
中
に
古
浄
瑠
璃

古
浄
瑠
璃
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
典
拠
と
編
集
方
法

　
　
　
　
―
― 

鱗
形
屋
版
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
か
ら
の
継
承
と
展
開 

―
―

森
　
　
　
節
　
男

（『文学史研究』62号　2022. 3）
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『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
を
位
置
づ
け
る
た
め
、
本
作
が
い
つ
刊
行
さ
れ
た
の
か
に

つ
い
て
確
認
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
本
作
の
刊
記
に
は
「
卯
ノ
正
月
吉
日
」
と

あ
る
だ
け
で
刊
年
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
刊
年

の
推
定
が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

考
察
に
当
た
り
、
本
作
の
現
存
諸
本
を
挙
げ
て
お
く
。
国
文
学
研
究
資
料
館

の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
以
下
「
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

と
略
）
に
よ
る
と
、
本
作
の
諸
本
と
し
て
、「
東
大
霞
亭
（
端
本
、
第
五
貞
永
式

目
始
一
冊
）、
大
東
急
（
享
保
八
版
）、［
補
遺
］
香
川
大
神
原
（
第
三
さ
ね
朝
和

田
軍
、
一
冊
）」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
調
査
す
る
と
、
東
京

大
学
霞
亭
文
庫
蔵
本
（
五
巻
の
み
一
冊
）、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
（
全
七
巻
七

冊
）、
香
川
大
学
神
原
文
庫
蔵
本
（
三
巻
の
み
一
冊
）
の
三
本
の
現
存
が
確
認
で

き
る
。
さ
ら
に
今
回
の
調
査
で
、「
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
お
い
て
、
雑
史

『
北
条
九
代
記
』
の
方
に
「
国
会
（
巻
一
・
三

－
七
、
六
冊
）」
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
本
も
、
実
は
本
作
と
同
版
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
国
立
国
会

図
書
館
蔵
本
〈
二
巻
欠
の
六
冊
〉）。
他
に
阪
口
弘
之
氏
蔵
の
三
本
（〈
三
巻
の
み

一
冊
〉〈
六
巻
の
み
一
冊
〉〈
五
か
ら
七
巻
の
合
一
冊
〉）
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
従
っ
て
、
筆
者
が
確
認
し
た
の
は
以
上
七
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て

同
版
で
、
そ
の
う
ち
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
が
唯
一
の
完
本
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
本
作
の
刊
年
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
の
か
を
辿
っ
て
み
る
。
ま
ず
、
水
谷
不
倒
著
『
新
修
絵
入
浄
瑠
璃
史
』（

五
）

の

「
六
段
本
目
録
」
に
は
、「
北
条
九
代
記　

七　

正
徳
元
年
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

お
そ
ら
く
こ
れ
は
本
作
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
若
月
保
治

著
『
古
浄
瑠
璃
の
研
究
』
第
二
巻

（
六
）

の
「
元
禄
期
の
正
本
と
読
物
浄
瑠
璃
」
に

は
、
本
作
に
つ
い
て
「
元
禄
卯
（
十
二
？
）
正
月　

七
冊　

藤
田
忠
兵
衛
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
七
の
古
浄
瑠
璃
『
平
家
物
語
』「
解
題
」

や
、
朴
賛
基
氏
の
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
と
日
本
文
学
』（

七
）

な
ど
も
同
様

に
、
本
作
の
刊
年
を
元
禄
十
二
年
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
補
訂
版　

国
書
総
目

録
』（

八
）

や
「
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
は
、「
大
東
急
（
享
保
八
版
）」
が
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
同
様
に
『
近
世
書
林
板
元
総
覧
』（

九
）

に
も
、「
藤
田
忠
兵
衛
」

の
刊
行
書
に
「
鎌
倉
北
条
九
代
記　

享
保
８
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
本
作

の
刊
年
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
三
通
り
（
元
禄
十
二
年
〈
一
六
九
九
〉、
正

徳
元
年
〈
一
七
一
一
〉、
享
保
八
年
〈
一
七
二
三
〉）
の
推
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、

未
だ
確
定
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
刊
記
の
「
卯
」
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
年
と
考
え
る
の
が

妥
当
な
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
成
立
年
を
推
測
す
る
手
が
か
り
は
、

実
は
本
文
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
一
巻
六
段
に
お
い
て
、
奈
良
の
東
大
寺
大
仏

殿
の
二
度
の
焼
失
（
治
承
四
年
〈
一
一
八
〇
〉
と
永
禄
十
年
〈
一
五
六
七
〉）
に

言
及
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
二
度
目
の
江
戸
時
代
の
再
興
に
関
す
る
記
述
は
次
の

通
り
で
あ
る
。（
以
下
の
引
用
は
適
宜
句
読
点
を
施
し
、
平
仮
名
を
漢
字
に
直
し

た
が
原
文
は
ル
ビ
で
残
し
た
。
ま
た
傍
線
も
筆
者
が
施
し
た
。）

そ
の
ゝ
ち
、
永ゑ

い

禄ろ
く

十
年
に
、
三
好よ

し

の
家か

し

臣ん

、
松ま

つ

永な
が

弾だ
ん

正
、
大
仏ふ

つ

殿て
ん

を
焼や

き

は

ら
ふ
。
し
か
る
に
、
元
禄ろ

く

元く
わ
ん

年
に
竜り

う

松せ
う

院い
ん

公こ
う

慶け
ん

、
建こ

ん

立り
う

の
大
願ぐ

わ
んを

お
こ
し
、

宝
永
六
年
に
成

し
や
う

就し
ゆ

し
て
、
千
僧
供く

養や
う

を
と
け
給
ふ
。

　

こ
の
本
文
の
直
前
に
は
、
典
拠
の
『
北
条
九
代
記
』
に
基
づ
き
、
東
大
寺
大
仏

殿
の
焼
失
後
、
一
度
目
の
大
仏
供
養
が
俊
乗
房
上
人
重
源
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

記
事
が
あ
る
。
そ
の
後
に
本
文
が
増
補
さ
れ
て
、
二
度
目
の
大
仏
供
養
が
傍
線

部
の
よ
う
に
「
宝
永
六
年
」（
一
七
〇
九
）
に
な
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
江
戸
時
代
の
大
仏
供
養
の
当
て
込
み
は
歌
舞
伎
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
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が
（
十
）、

当
時
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
出
来
事
で
あ
り
、
右
の
記
事
も
、
そ
う
し

た
世
相
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
宝
永
六
年
」
の

記
述
に
よ
り
、
そ
れ
以
前
に
当
た
る
「
元
禄
十
二
年
」
成
立
の
指
摘
は
、
ま
ず
は

完
全
に
否
定
さ
れ
る
。

　

次
に
、
残
り
の
「
正
徳
元
年
（
宝
永
八
年
）」
か
、「
享
保
八
年
」
か
に
つ
い
て

は
、
少
し
検
討
を
要
す
る
。
ま
ず
「
享
保
八
年
」
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
『
補

訂
版　

国
書
総
目
録
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
大
東
急
（
享
保
八
版
）」
の
根
拠
が

明
確
で
は
な
い
。
享
保
十
年
の
藤
田
版
の
存
在

（
十
一
）

や
、
本
作
の
挿
絵
画
工
・

鳥
居
清
朝
の
浮
世
絵
師
と
し
て
の
活
躍
の
期
間

（
十
二
）

な
ど
を
考
慮
し
た
も
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
直
接
の
根
拠
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
軍
記
読

物
浄
瑠
璃
刊
行
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
享
保
期
は
全
七
巻
構
成
の
軍
記
読
物
浄
瑠

璃
の
刊
行
が
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
る
時
期
に
当
た
る
。
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
全
七

巻
物
と
し
て
は
、『
秀
平
五
代
記
』
巻
一
（
正
徳
六
年
正
月
刊
）、
巻
三
（
享
保
二

年
正
月
刊
）
が
端
本
と
し
て
現
存
す
る
ぐ
ら
い
で

（
十
三
）、

そ
の
他
は
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
以
降
は
、
全
三
巻
『
曲
輪
太
平
記
』（
享
保
一
九
年
頃

刊
か
）
あ
た
り
ま
で
が
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
全
三
～
四
巻
ま
で
の
も
の
で
あ
る

（
十
四
）。

　

一
方
、
宝
永
か
ら
正
徳
（
宝
永
八
年
六
月
改
元
）
に
か
け
て
は
、
全
七
巻
の

軍
記
読
物
浄
瑠
璃
が
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
時
期
に
当
た
る
。
前
掲
の
古
浄

瑠
璃
『
平
家
物
語
』「
解
題
」
で
は
、
宝
永
か
ら
正
徳
に
か
け
て
全
七
巻
物
と
し

て
、『
東
鑑
三
代
将
軍
』（
元
禄
十
六
年
～
宝
永
四
年
）、『
甲
陽
軍
鑑
』（
宝
永
五

年
～
正
徳
二
年
）、『
後
太
平
記
』（
宝
永
八
年
～
正
徳
四
年
）『
織
田
軍
記
』（
正

徳
四
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
鱗
形
屋
孫
三
郎
版
の
古
浄
瑠
璃
『
太

平
記
』（
楠
軍
記
）
の
続
編
で
あ
る
古
浄
瑠
璃
『
追
加
太
平
記
』（
宝
永
四
～
七

年
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
版
）
は
、『
絵
入
太
平
記
』
と
し
て
宝
永
七
年
正
月
に
全
七

巻
が
一
括
刊
行
さ
れ
て
い
る
し

（
十
五
）、

本
作
同
様
に
『
太
閤
記
』
の
影
響
の
強

い
古
浄
瑠
璃
『
朝
鮮
太
平
記
』（
山
形
屋
勘
右
衛
門
版
）
も
正
徳
元
年
（
一
七
一

一
）
七
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
刊
行
状
況
を
考

慮
す
る
と
、
本
作
の
刊
行
は
「
享
保
八
年
」
よ
り
も
「
宝
永
八
年
（
正
徳
元
年
）」

の
方
が
、
は
る
か
に
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、

享
保
八
年
と
す
る
と
、「
宝
永
六
年
」
の
大
仏
供
養
の
記
事
は
目
新
し
さ
が
薄
れ
、

時
事
的
な
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
藤
田
忠
兵
衛

は
再
版
『
太
閤
記
』
刊
行
（
宝
永
七
年
正
月
）
の
後

（
十
六
）、

続
く
翌
年
の
宝
永

八
年
正
月
に
、
本
作
を
刊
行
し
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
宝
永
八
年
（
正
徳
元
年
）」
の
指
摘
は
既
に
水
谷
不
倒
氏
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
は
「
正
徳
元
年
」
に
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
根
拠
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
以
上
の
考
察
を

以
て
、
本
作
の
刊
行
は
「
元
禄
十
二
年
」
で
も
「
享
保
八
年
」
で
も
な
く
、
宝
永

八
年
（
正
徳
元
年
〈
一
七
一
一
〉）
正
月
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
い
。

三
、
古
浄
瑠
璃
『
太
閤
記
』
か
ら
の
継
承

　

そ
れ
で
は
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
刊
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
宝
永
八
年
、
藤
田
忠
兵

衛
は
鱗
形
屋
版
『
太
閤
記
』
か
ら
ど
の
よ
う
な
点
を
継
承
し
て
『
鎌
倉
北
条
九
代

記
』
を
編
集
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
内
容
を
分
析
す
る
ま
で
も
な
く
、『
太
閤
記
』
と
共
通
し
て
い
る
こ
と

が
明
確
な
点
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
挿
絵
の
画
工
が

と
も
に
「
鳥
居
清
朝
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
明
ら
か
に
、
藤
田
が
一
方
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で
『
太
閤
記
』
の
刊
行
に
関
与
し
て
い
た
と
い
う
事
情
に
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
ど
ち
ら
の
作
品
に
も
、
刊
記
に
編
集
方
針
に
関
す
る
断
り
書
き
が
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
藤
田
が
鱗
形
屋
版
の
『
太
閤
記
』
か
ら
学

ん
だ
形
跡
が
窺
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
断
り
書
き
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
太

閤
記
』
と
は
異
な
る
新
た
な
趣
向
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
次
章
で
詳
し

く
検
討
し
た
い
。

　

次
に
、
作
品
内
容
に
関
し
て
、『
太
閤
記
』
か
ら
の
継
承
し
た
点
と
し
て
は
、

以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
両
作
と
も
に
二
部
を
意
識
し
た

構
成
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
太
閤
記
』
は
、
前
半
（
一
巻
～
三
巻
）
で

は
、
信
長
の
天
下
統
一
に
関
わ
る
戦
い
が
軍
記
『
信
長
記
』
を
典
拠
と
し
て
記
さ

れ
、
後
半
（
四
巻
～
七
巻
）
で
は
秀
吉
の
天
下
統
一
の
戦
い
と
そ
の
死
ま
で
が
軍

記
『
太
閤
記
』
を
典
拠
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
・
後
半
と
も
に
秀
吉

贔
屓
の
編
集
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
に
は
『
太
閤
記
』
と
し
て

の
内
容
の
統
一
を
図
っ
て
い
る
。
一
方
、
本
作
で
は
、
全
体
に
軍
記
『
北
条
九
代

記
』
を
典
拠
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
が
、
前
半
（
一
巻
～
三
巻
）
で
は
鎌
倉
三

代
将
軍
（
頼
朝
、
頼
家
、
実
朝
）
に
関
わ
る
人
々
の
事
蹟
が
中
心
と
な
り
、
後
半

（
四
巻
～
七
巻
）
で
は
頼
朝
譜
代
の
御
家
人
が
次
々
と
失
脚
し
て
、
北
条
氏
一
党

支
配
下
の
栄
枯
盛
衰
が
内
容
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
明
ら
か
に
『
太

閤
記
』
と
同
様
に
、
二
部
構
成
を
意
識
し
た
編
集
が
見
て
取
れ
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、『
太
閤
記
』
同
様
、
元
に
な
る
軍
記
を
典
拠
と
し
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
他
の
典
拠
を
用
い
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

一
巻
初
段
「
鎌か

ま

倉く
ら

の
由ゆ

来ら
い

／
西
行
法
師
の
事
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
鎌
倉
の
三
本

松
の
伝
承
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

扨
、
西
行
は
、
鎌か

ま

倉く
ら

巡じ
ゆ
ん

礼れ
い

の
印
に
と
、
松
を
一
本
植う

へ
置
給
ふ
。
西
行
の

返か
へ
り

松
と
て
有
。
惣
し
て
鎌
倉
に
松
三
本
有
。
壱
本
は
西
行
の
返

か
へ
り

松
、
一
本

は
駿す

る

河が

の
次
郎
清
重
が
笈を

い

焼や
き

松
、
一
本
は
日
蓮
聖
人
の
袈け

裟さ

掛か
け

松
と
て
、
今

の
代
ま
で
も
有
と
か
や
。

　

傍
線
部
の
「
西
行
の
返
松
」、「
笈
焼
松
」、「
日
蓮
聖
人
の
袈
裟
掛
松
」
の
三

本
松
の
伝
承
は
、
地
誌
『
新
編
鎌
倉
志
』
巻
之
六

（
十
七
）

に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
西
行

見
返
松
」、「
笈
焼
松
」、「
日
蓮
袈
裟
掛
松
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
軍

記
『
北
条
九
代
記
』
に
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
『
新
編
鎌
倉
志
』
を
典
拠
に
し
て
、

こ
の
部
分
は
増
補
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
軍
記
に
は
な
い
内
容
は
随
所

に
見
ら
れ
、
三
巻
ま
で
の
部
分
で
は
、
様
々
な
伝
承
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

典
拠
の
軍
記
を
補
う
よ
う
な
編
集
が
な
さ
れ
て
い
る
。
直
接
の
典
拠
が
何
な
の
か

は
不
明
の
部
分
も
多
い
が
、
軍
記
以
外
か
ら
題
材
を
得
た
部
分
を
明
確
に
す
る
た

め
、
本
稿
末
に
【
表
１
】
古
浄
瑠
璃
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
典
拠
一
覧
を
ま
と
め

た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　

第
三
に
、
全
巻
の
内
容
上
の
統
一
を
目
的
と
し
て
（
本
作
で
は
北
条
氏
を
主
体

と
す
る
た
め
）、
細
部
の
記
述
に
改
変
を
加
え
る
点
が
、『
太
閤
記
』
と
共
通
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
三
巻
初
段
の
比
企
判
官
能
員
の
没
落
の
記
事
で
は
、
軍
記
『
北

条
九
代
記
』
を
典
拠
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
新
た
な
改
変
を
加
え
る
よ
う
な
編

集
が
施
さ
れ
て
い
る
。
将
軍
頼
家
が
重
病
と
な
り
、
国
土
譲
渡
の
遺
言
を
述
べ
る

そ
の
場
面
に
つ
い
て
、
次
に
典
拠
と
比
較
し
て
示
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
軍
記
『
北
条
九
代
記
』
巻
三
に
は
、
頼
家
が
そ
の
領
国
に
つ
い
て
、「
関

ヨ
リ
西
三
十
八
ヶ
国
」
は
弟
千
幡
公
へ
、「
関
ヨ
リ
東
三
十
三
ヶ
国
」
は
嫡
子
一

幡
公
へ
譲
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
作
・
三
巻
初
段
で
は
「
関
よ
り

西
三
十
三
カ
国
を
は
御
舎
弟
千
万
君
に
奉
り
、
関
よ
り
東
三
十
三
カ
国
を
は
御
嫡
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子
一
万
君
に
奉
る
べ
し
」
と
あ
り
、
傍
線
部
の
よ
う
に
千
幡
君
の
所
領
の
取
り
分

は
一
幡
君
と
同
数
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
の
数
が
同
じ
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
一
幡
君
の
外
祖
父
・
比
企
能
員
は
、
一
幡
君
の
所
領
の
取
り
分
に
も

不
満
を
募
ら
せ
、
千
幡
君
を
補
佐
す
る
北
条
義
政
の
追
討
を
画
策
す
る
と
い
う
よ

う
に
、
内
容
が
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　

同
じ
記
事
を
、
軍
記
『
北
条
九
代
記
』
の
典
拠
と
さ
れ
る
『
吾
妻
鏡
』
で
見
る

と
（
十
八
）、

建
仁
三
年
八
月
廿
七
日
の
記
事
に
「
関
西
三
十
八
箇
国
の
地
頭
職
を

以
て
、
舎
弟
千
幡
君
十
歳
に
譲
り
奉
ら
る
。
関
東
二
十
八
箇
国
地
頭
幷
び
に
惣
守

護
職
を
以
て
、
御
長
子
一
幡
君
六
歳
に
充
て
ら
る
。」
と
あ
り
、
軍
記
『
北
条
九

代
記
』
と
波
線
部
で
さ
ら
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
元
の
『
吾
妻
鏡
』
で

は
、
千
幡
君
と
一
幡
君
の
取
り
分
の
差
が
十
ヶ
国
と
な
っ
て
い
た
が
、
軍
記
で
は

「
東
三
十
三
ヶ
国
」
に
改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
差
が
五
ヶ
国
に
縮
ま
っ

て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
右
に
指
摘
し
た
軍
記
か
ら
本
作
へ
の
改
変
に
よ
っ
て
、

両
者
の
差
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、『
吾
妻
鏡
』
か
ら
軍
記
『
北

条
九
代
記
』、
そ
し
て
本
作
へ
と
、
次
第
に
一
幡
君
の
所
領
の
取
り
分
は
増
え
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
幡
君
側
の
比
企
能
員
が
北
条
氏
に
敵
対
す
る
こ
と
で
、

比
企
能
員
の
悪
が
際
立
ち
、
逆
に
北
条
側
の
正
当
性
が
強
調
さ
れ
る
。『
吾
妻
鏡
』

が
北
条
氏
の
立
場
を
「
擁
護
す
る
傾
向
」（

十
九
）

で
あ
る
と
す
る
と
、
軍
記
『
北

条
九
代
記
』
や
本
作
は
、
さ
ら
に
そ
の
傾
向
を
推
し
進
め
た
数
字
の
改
変
を
行
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
太
閤
記
』
で
も
秀
吉
贔
屓
の
編
集
が
見
ら
れ
た

が
、
右
に
示
し
た
改
変
も
そ
れ
と
同
様
の
北
条
贔
屓
の
編
集
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
古
浄
瑠
璃
『
太
閤
記
』
か
ら
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
を
挙
げ
て

き
た
が
、
こ
れ
ら
を
以
て
、
本
作
の
編
集
過
程
で
『
太
閤
記
』
の
強
い
影
響
が

あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
以
前
に
拙
稿
「
古
浄
瑠
璃
『
太
閤
記
』
の
典
拠

と
編
集
方
法
」
で
、
そ
の
編
集
上
の
特
徴
と
し
て
、「
人
物
の
善
悪
の
明
確
化
」

「
読
物
化
」「
太
閤
記
と
し
て
の
統
一
」
な
ど
を
あ
げ
た
が
、
そ
の
特
徴
は
本
作
に

も
当
て
は
ま
る
と
言
っ
て
い
い
。
例
え
ば
四
巻
以
降
で
言
う
と
、
北
条
氏
一
党
支

配
の
象
徴
と
し
て
、
四
巻
「
義
時
武
家
鑑
」、
五
巻
「
貞
永
式
目
」、
六
巻
「
時
頼

入
道
諸
国
廻
り
」
な
ど
、
そ
の
善
政
を
示
す
事
柄
が
巻
題
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
特
徴
は
、
義
時
・
泰
時
・
時
頼
ら
に
よ
っ
て
強
固
に
築
か
れ
て
い
く
北

条
氏
の
権
力
掌
握
の
様
子
が
、
人
物
の
善
悪
を
明
確
に
し
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
は
軍
記
『
北
条
九
代
記
』
以
外
の
典
拠
を
利
用

し
て
、
武
将
等
の
逸
話
を
増
補
・
改
変
す
る
よ
う
な
編
集
が
な
さ
れ
て
い
る
。
典

拠
の
軍
記
『
北
条
九
代
記
』
を
基
に
、
そ
の
記
事
を
取
捨
選
択
し
な
が
ら
利
用
し

て
、「
北
条
九
代
記
」
と
し
て
の
内
容
の
骨
格
を
組
み
立
て
る
一
方
、
そ
こ
に
そ

の
他
の
典
拠
に
よ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
増
補
し
、
読
物
と
し
て
面
白
さ
を
加
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。『
太
閤
記
』
で
見
ら
れ
た
編
集
方
法
が
、
本
作
で
も
踏
襲
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
『
太
閤
記
』
か
ら
の
影
響
は
、
以
上
の
よ
う
な
編
集
上
の
一
致
だ
け
で
は

な
く
、
直
接
『
太
閤
記
』
を
参
照
し
た
表
現
上
の
一
致
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
で

き
る
。
三
巻
六
段
「
和
田
義
盛
最
期
幷
朝
夷
奈
か
宮
居
の
事
」
で
は
、
和
田
義
盛

と
巴
の
子
と
し
て
、
能
、
狂
言
、
古
浄
瑠
璃
な
ど
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
朝
夷

奈
義
秀
の
活
躍
と
後
日
談
が
語
ら
れ
て
い
る
。
朝
夷
奈
義
秀
は
、
和
田
合
戦
の
敗

戦
の
後
、
上
総
（
安
房
国
）
に
向
け
て
船
出
し
、「
一
つ
の
島
」
に
流
れ
着
く
が
、

そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

三
草さ

う

四
木
に
不ふ

足そ
く

な
し
。
米べ

い

穀こ
く

は
ま
か
ず
し
て
は
ゆ
る
。
春
夏
に
し
て
冬
秋

を
知し

ら
す
。
実み

の

る
ゝ
事
年
に
二
度
也
、
魚き

よ

類る
い

は
海
よ
り
あ
か
る
。
網あ

み

に
て
取
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事
な
し
。
鳥
は
羽は

落を

ち
て
家い

へ

に
落を

つ
。
上
代
に
は
隠か

く

れ
蓑み

の

、
隠か

く

れ
笠が

さ

、
打う

ち
で出

の
小こ

槌づ
ち

と
て
有
し
が
、
今い

ま

は
其
宝た

か
らも

通
力
な
し
。（
本
作
・
三
巻
六
段
）

こ
の
傍
線
部
は
次
に
引
用
す
る
『
太
閤
記
』
六
ノ
巻
六
段
「
山
口
歌
之
助
常
盤
国

に
渡
る
事
」
の
傍
線
部
に
表
現
ま
で
類
似
し
て
い
る
。
北
条
家
の
家
臣
で
あ
っ
た

山
口
歌
之
助
が
、
房
州
の
知
行
地
に
帰
る
途
中
、
難
破
し
て
常
盤
の
国
に
吹
き
流

さ
れ
る
後
日
談
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
国く

に

四
季き

を
知し

ら
ず
。
五
穀こ

く

、
種た

ね

を
お
ろ
さ
す
し
て
実み

の

る
。
生

し
や
う

類る
い

を
食し

よ
くせ

す
し
て
珍ち

ん

味み

に
飽あ

く
。
さ
る
に
よ
つ
て
、
唐

も
ろ
こ
し、

天て
ん

竺ち
く

国
よ
り
は
、
菩ぼ

薩さ
つ

国こ
く

と
、

唱と
な

へ
呼よ

び
、
日
本
に
て
は
、
常と

き
わ盤

の
国く

に

と
い
ふ
。（『
太
閤
記
』・
六
巻
六
段
）

　

傍
線
部
の
『
太
閤
記
』「
五
穀
、
種
を
お
ろ
さ
す
し
て
実
る
」
と
い
う
表
現
は
、

そ
の
典
拠
と
推
定
さ
れ
る
浮
世
草
子
『
多
満
寸
太
礼
』（
一
七
〇
四
年
刊
）
巻
五

「
木
津
五
郎
常
盤
国
に
至
る
事
」
の
「
五
穀
な
を
種
を
お
ろ
す
に
月
を
経
ず
し
て

実
の
る
」
を
一
部
省
略
し
た
た
め
に
、
意
味
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
表
現

で
あ
る

（
二
十
）。

本
作
の
傍
線
部
の
「
米
穀
は
ま
か
ず
し
て
は
ゆ
る
」
も
、
同
様

の
省
略
に
よ
っ
て
意
味
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
お
り
、『
太
閤
記
』
の
表
現
を

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
同
じ
く
傍
線
部
の
「
春
夏
に
し
て

冬
秋
を
知
ら
す
」
も
、『
太
閤
記
』
の
「
こ
の
国
四
季
を
知
ら
ず
」
と
表
現
が
類

似
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
致
に
よ
っ
て
、
本
作
の
編
集
者
が
『
太
閤
記
』
を
読

み
込
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
作
は
『
太
閤
記
』
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
、
そ
の
編

集
に
お
い
て
も
『
太
閤
記
』
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た

だ
し
、
典
拠
の
軍
記
を
他
の
素
材
で
増
補
し
た
り
、
内
容
を
一
部
改
変
し
た
り
す

る
度
合
い
に
お
い
て
、
本
作
は
『
太
閤
記
』
に
か
な
り
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
、
右
の
朝
夷
奈
義
秀
に
関
す
る
引
用
部
の
後
、
六
巻
段
末
で
は
、

朝
夷
奈
の
後
日
談
と
し
て
「
其
後
は
朝
鮮
国
、
釜
山
海
の
港
に
て
終
り
け
る
や
ら

ん
。
釜
山
海
の
港
に
朝
夷
奈
が
祠
と
て
、
今
に
宮
居
有
と
か
や
。」
と
語
ら
れ
て

お
り
、
朝
夷
奈
に
関
す
る
伝
承

（
二
十
一
）

を
増
補
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
伝
承
や
逸

話
の
増
補
は
、
源
渡
と
俊
乗
重
源
を
同
一
視
す
る
記
述
や
、
源
頼
朝
の
死
に
関
わ

る
、
馬
入
川
に
お
け
る
橋
供
養
で
の
怨
霊
事
件
の
記
述
（
以
上
、
一
巻
六
段
）
な

ど
に
も
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
後
の
六
巻
に
は
、
二
段
「
青
砥
左
衛
門
」、
三
段

「
日
蓮
上
人
」「
佐
野
源
左
衛
門
」、
四
段
「
一
遍
上
人
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

逸
話
の
増
補
が
見
ら
れ
る
。
全
巻
を
調
査
し
て
い
く
と
、
本
作
に
は
『
太
閤
記
』

よ
り
も
、
こ
う
し
た
細
か
な
増
補
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
例
え
ば
本
作
に
は
、
日
蓮
上
人
に
つ
い
て
「
某
弟
子
不
惜
身
命
の
祈
を

勤
め
、
宗
門
今
の
世
に
盛
ん
に
な
り
。」（
六
巻
三
段
）
と
語
ら
れ
た
り
、
一
遍
上

人
に
つ
い
て
「
弟
子
侘
阿
弥
上
人
、
其
後
を
継
ぎ
諸
国
を
廻
る
。
時
宗
の
流
、
今

に
退
転
な
し
。」（
六
巻
四
段
）
と
語
ら
れ
た
り
と
、
当
時
の
世
相
に
言
及
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
が
現
在
も
盛
ん
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
こ

れ
は
二
章
に
挙
げ
た
「
宝
永
六
年
」
の
大
仏
供
養
に
関
す
る
言
及
と
も
共
通
す
る

当
代
的
要
素
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
増
補
や
、
当
代
性
の
加
味
を
考
慮
す
る
と
、

本
作
は
基
本
的
に
『
太
閤
記
』
の
編
集
方
法
を
継
承
し
、
全
体
的
に
同
様
の
編
集

を
行
っ
て
い
る
が
、
個
々
の
部
分
に
着
目
す
る
と
、
よ
り
細
や
か
な
増
補
・
改
変

を
行
っ
て
い
る
と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
、
新
た
な
趣
向 

―
「
系
譜
」
や
「
系
図
」
の
付
加
―

　

本
作
の
巻
末
の
刊
記
に
は
「
右
鎌
倉
北
条
九
代
記
七
巻
諸
士
の
系け

い

図つ

を
あ
ら

わ
し
令
板
行
者
也

（
二
十
二
）」

と
記
さ
れ
て
い
る
。『
太
閤
記
』
巻
末
の
刊
記
に
も
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「
右
七
巻
者
板
行
軍
書
抜
書
也
」
と
そ
の
編
集
方
針
が
示
さ
れ
て
お
り
、
前
章
に

言
及
し
た
よ
う
に
そ
の
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
は

こ
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
。
本
作
の
場
合
、
各
段
に
は
、「
右
…
…
」
な
ど
と

人
物
の
家
系
に
言
及
す
る
記
述
（
本
稿
で
は
「
系
譜
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
後

述
す
る
【
表
２
】
に
引
用
）
が
見
ら
れ
、
ま
た
阪
口
弘
之
氏
蔵
本
（
三
巻
の
み
）

と
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
（
五
～
七
巻
）
の
巻
頭
に
は
北
条
氏
諸
流
の
家
系
の

図
（
本
稿
で
は
「
系
図
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
典

拠
の
軍
記
『
北
条
九
代
記
』
に
は
な
く
、
新
た
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武

将
の
系
図
を
付
け
る
例
は
、
近
世
刊
行
の
軍
記
と
し
て
は
、
明
暦
元
年
（
一
六
五

五
）
刊
『
太
平
記
系
図
』（
一
巻
）、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
『
続
太
平
記
』

（
三
二
巻
、
う
ち
系
図
一
巻
）、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
刊
『
本
朝
武
家
評
林

（
大
系
図
）』（
五
一
巻
、
う
ち
系
図
五
巻
）、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
刊
『
義

経
記
評
判
』（
八
巻
十
四
冊
）
な
ど
、
多
く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、「
右
…
…
」
な
ど
と
し
て
記
さ
れ
た
「
系
譜
」
の
典
拠
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
典
拠
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
候
補
に
な
る
も

の
と
し
て
、
系
図
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
『
新
編
纂
圖
本
朝
尊
卑
分
脉
系
譜
雑

類
要
集
』（
以
下
、『
尊
卑
分
脈
』
と
略
）
全
三
〇
冊
（
明
暦
二
年
跋
）（

二
十
三
）

と
、

『
本
朝
武
家
評
林
』
全
四
十
五
冊
（
元
禄
十
三
年
版
）
に
付
け
ら
れ
た
『
本
朝
武

家
評
林
大
系
図
』（
以
下
『
大
系
図
』
と
略
）
全
五
冊

（
二
十
四
）

の
記
述
を
照
合
す

る
こ
と
に
す
る
。
両
書
に
違
い
の
見
ら
れ
る
場
合
は
、
軍
記
『
北
条
九
代
記
』
と

関
係
が
深
い
『
吾
妻
鏡
』（

二
十
五
）

や
『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』（

二
十
六
）

な
ど
も

参
照
し
て
、【
表
２
】
を
作
成
し
た
。

　

こ
こ
で
は
特
に
、
三
巻
初
段
の
比
企
判
官
能
員
の
「
系
譜
」
を
、
典
拠
を
特
定

で
き
る
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
利
用
の
特
徴
を
示
す
こ
と
に
す
る
。（
以
下

の
引
用
文
で
は
明
か
な
欠
損
と
思
わ
れ
る
部
分
を
【
遠
】
と
補
っ
た
。）

右
、
比ひ

企き
の

判は
ん

官く
わ
ん

能よ
し

員か
す

は
、
藤ふ

ち

原
氏う

ぢ

に
て
、
比ひ

企き

掃か
も
ん部

の
介
遠と

を

宗む
ね

が
子
な
り
、

頼
朝
公
伊い

豆づ

の
配は

い

所し
よ

に
御
座さ

の
時
、
此
【
遠
】
宗
、
朝
夕
の
食

し
よ
く

事し

宮
仕つ

か

い
し

て
奉
公
を
勤つ

と

め
け
る
故ゆ

へ

、
頼
朝
賞し

や
う

翫く
わ
んの

侍
也
。（
本
作
・
三
巻
初
段
）

　

比
企
判
官
能
員
に
つ
い
て
、『
尊
卑
分
脈
』
に
は
頼
朝
の
孫
と
し
て
「
一
幡
丸
」

の
左
注
に
「
母
比
企
判
官
能
員
娘
」
と
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
頼
家
失
脚
ま

で
の
部
分
に
比
企
能
員
に
関
す
る
多
く
の
記
事
が
見
え
、
頼
家
の
外
祖
父
と
し
て

権
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
。『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』
に
は
、
能
員
は
「
朝
宗
の

義
弟
」
と
あ
り
、
朝
宗
の
父
が
遠
宗
と
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
遠
宗
は
能
員
の
義

父
で
あ
ろ
う
。
一
方
、『
大
系
図
』（
三
巻
十
六
丁
表
・
裏
）
に
は
、
父
が
「
遠

宗
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
説
明
書
き
に
「
比
企
掃
部
允
／
頼
朝
御
伊
豆
御
座
時

朝
夕
ノ

（
二
十
七
）

ヲ
進
セ
シ
人
也
」
と
記
さ
れ
、
本
文
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
と
な
っ
て

い
る
。

　

さ
ら
に
、
本
作
の
全
巻
末
（
七
巻
六
段
）
の
北
条
氏
諸
流
の
「
右
…
…
」
で
始

ま
る
「
系
譜
」
か
ら
も
、
典
拠
に
関
す
る
有
力
な
情
報
が
得
ら
れ
る
の
で
次
に
引

用
す
る
。
な
お
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
の
番
号
は
筆
者
が
施
し
た
。

右
、（
１
）
金
沢
は
義よ

し

時
の
六
男
実さ

ね

泰や
す

よ
り
北
条
を
改
、
金
沢
と
な
の
る
。

（
２
）
又
、
塩
田
は
北
条
重
時
の
三
男
、
駿す

る
か河

の
守
義よ

し

政正

よ
り
北
条
を
改
、

塩
田
と
な
の
る
。（
３
）
又
、
桜
田
治
部
の
大
夫
貞
国
は
、
北
条
時
頼よ

り

の
嫡

ち
や
く

子し

時ち

厳げ
ん

斎さ
い

の
子
な
り
。
貞
国
よ
り
北
条
を
改
、
桜
田
と
申
け
る
。（
４
）
大

仏
陸む

つ奥
の
守
貞
直
は
北
条
時
房
の
末
、
貞
房ふ

さ

の
孫
也
、
貞さ

た

直な
を

よ
り
北
条
を
改
、

大お
さ
ら
き仏

と
ぞ
申
け
る
。（
本
作
・
七
巻
六
段
）

  

こ
の
（
１
）
～
（
４
）
に
つ
い
て
『
尊
卑
分
脈
』
を
確
認
す
る
と
、（
１
）
の

情
報
は
一
致
す
る
が
、（
２
）
の
「
義
政
」
は
駿
河
守
で
は
な
く
「
左
近
大
将
監
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／
武
蔵
野
守
／
号
塩
田
」
と
あ
る
。（
３
）
の
「
貞
国
」
は
時
頼
の
末
子
に
時
厳

と
あ
る
だ
け
で
そ
の
名
前
は
見
ら
れ
ず
、（
４
）
の
「
貞
直
」
も
名
前
が
見
ら
れ

ず
、
全
体
に
食
い
違
う
部
分
が
多
い
。
一
方
『
大
系
図
』
で
は
、（
１
）「
実
泰
」

の
説
明
書
き
に
は
「
金
沢
甘
縄
祖
」、（
２
）「
義
政
」
の
説
明
書
き
に
は
「
駿
河

守
武
蔵
野
守
」「
塩
田
ノ
先
祖
」、（
３
）「
貞
国
」
は
時
頼
の
「
嫡
子
時
厳
斎
」、

そ
の
説
明
書
き
に
は
「
桜
田
治
部
太
輔
／
東
勝
寺
ニ
テ
自
害
」、（
４
）「
貞
直
」

は
「
時
房
の
末
」「
大
仏
陸
奥
守
」
と
あ
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
全
体
に
『
大
系

図
』
の
説
明
書
き
と
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
以
下
、
全
巻
に
渡
り
『
尊
卑
分

脈
』
と
『
大
系
図
』
と
を
比
較
し
た
【
表
２
】
に
よ
っ
て
、「
右
…
…
」
な
ど
と

記
さ
れ
た
系
譜
は
、
ほ
と
ん
ど
『
大
系
図
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

た
だ
し
、『
大
系
図
』
に
も
見
ら
れ
な
い
系
譜
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
二
巻

四
段
「
右
、
晴
明
は
阿あ

倍へ

の
中
丸
の
後こ

う

胤い
ん

、
吉き

ひ備
の
大
臣
よ
り
天
文も

ん

道
を
つ
た

へ
た
り
。」
と
、
安
倍
晴
明
が
仲
麻
呂
の
後
胤
と
し
て
い
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の

晴
明
の
阿
倍
仲
麻
呂
後
胤
説
は
、
主
な
系
図
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
典
拠
を

求
め
る
と
、
例
え
ば
仮
名
草
子
『
安
倍
晴
明
物
語
』（
寛
文
二
年
〈
一
六
六
二
〉）

第
二
に
は
、「
阿
倍
仲
麿
が
末
孫
安
倍
の
童
子
治
明
（
清
明
）
と
申
す
も
の
な

り
」
と
あ
る

（
二
十
八
）。

ま
た
古
浄
瑠
璃
『
し
の
た
づ
ま
つ
り
ぎ
つ
ね
付
あ
べ
ノ
清

明
出
生
』（
延
宝
二
年
〈
一
六
七
四
〉）
初
段
に
も
「
あ
べ
の
な
か
丸
よ
り
、
七
代

の
こ
う
ゐ
ん
た
り
」
と
あ
る

（
二
十
九
）。

従
っ
て
、
安
倍
晴
明
の
仲
麻
呂
後
胤
説
は
、

『
大
系
図
』
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
物
語
や
語
り
物
の
伝
承
を
基
に
加
筆
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
「
右
…
…
」
の
形
式
で
は
な
い
が
、
同
種
の
例
と
し
て
、
一
巻
六
段
に
は

次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

源
の
渡

わ
た
る

遁と
ん

世せ
い

し
俊

し
ゆ
ん

乗じ
や
う

重て
う

源げ
ん

と
名
つ
き
、
日
本
、
大た

い

唐と
う

を
勧

く
わ
ん

進し
ん

し
て
、
宋さ

う

国

の
仏
師
陳ち

ん

和く
わ

卿け
い

に
御み

髪く
し

を
刻き

さ

ま
せ
、
す
で
に
此
願ぐ

わ
ん

成し
や
う

就じ
ゆ

す
る
。（
本
作
・

一
巻
六
段
）

こ
の
よ
う
に
奈
良
の
大
仏
再
興
に
関
わ
る
俊
乗
重
源
に
つ
い
て
、
出
家
前
の
名
前

を
「
源
の
渡
」
と
し
て
い
る
。
源
渡
の
系
図
を
確
認
す
る
と
、『
尊
卑
分
脈
』
八

巻
九
丁
表
に
「
源
順
―
悟
―
渡
」
と
あ
り
、
重
源
は
紀
氏
の
系
図
（
十
一
巻
十
七

丁
表
）
に
「
季
重
─
重
源
」
と
あ
り
、
同
一
視
し
て
い
な
い
。
こ
の
源
渡
と
俊
乗

重
源
の
同
一
視
の
典
拠
を
探
る
と
、
例
え
ば
御
伽
草
子
『
恋
塚
物
語
』（

三
十
）

に

「（
刑
部
左
衛
門
重
元
は
）
…
…
俊
乗
房
重
源
と
ぞ
、
申
し
け
る
」
と
あ
り
、
ま
た

古
浄
瑠
璃
『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』（

三
十
一
）

四
段
目
に
「
左
衛
門
尉
源
の
渡
は
…
…
東

大
寺
の
住
侶
俊
乗
房
重
源
と
て
世
に
著
し
く
ぞ
聞
こ
え
へ
け
る
」
と
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
文
芸
作
品
の
中
に
、
源
渡
と
俊
乗
重
源
の
同
一
視
が
見
ら
れ
る
。
さ
か
の
ぼ

る
と
、
こ
の
同
一
視
は
『
平
家
物
語
』
四
部
合
戦
状
本
に
も
確
認
で
き
る
が
、
こ

の
伝
承
の
淵
源
は
そ
の
あ
た
り
に
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う

（
三
十
二
）。

　

以
上
、「
系
譜
」
の
典
拠
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
『
大
系

図
』
を
典
拠
と
し
て
記
載
し
て
お
り
、
そ
れ
に
右
の
例
の
よ
う
に
、
そ
の
他
の
伝

承
に
基
づ
い
た
記
述
を
若
干
加
え
て
い
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
「
系
図
」
に
注
目
し
、
そ
の
付
加
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。
阪
口
弘
之
氏
蔵
本
と
国
会
図
書
館
蔵
本
を
合
わ
せ
る
と
、
三
・
五
・
六
・
七

巻
の
表
紙
見
返
し
に
、
他
本
に
は
な
い
北
条
氏
諸
流
の
系
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

各
系
図
と
各
巻
内
容
と
の
関
係
を
略
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
三
巻
巻
頭
の
「
系
図
」
は
、
北
条
時
頼
（
時
氏
二
男
）
に
始
ま
る
。
時
頼

（
経
時
弟
）
は
、
時
政
に
始
ま
る
北
条
氏
九
代
徳
宗
家
の
、
時
氏
、
経
時
に
続
く

六
代
目
で
あ
り
、
三
巻
系
図
に
は
徳
宗
家
最
後
の
高
時
ま
で
が
見
ら
れ
る
。
三
巻

の
内
容
は
、
二
代
将
軍
・
頼
家
の
外
祖
父
・
比
企
能
員
の
滅
亡
に
始
ま
り
、
頼
朝
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譜
代
の
御
家
人
の
畠
山
重
忠
や
和
田
義
盛
の
滅
亡
が
語
ら
れ
て
い
て
、
巻
頭
系
図

と
あ
ま
り
合
致
し
て
い
な
い
。

　

五
巻
巻
頭
の
「
系
図
」（
図
１
）
は
、
北
条
重
時
（
義
時
三
男
）
に
始
ま
る
。

重
時
の
嫡
男
の
長
時
は
六
代
執
権
で
あ
り
、
重
時
の
子
孫
に
は
十
六
代
執
権
・
北

条
（
赤
橋
）
守
時
も
見
ら
れ
る
。
五
巻
の
内
容
は
、
承
久
の
乱
か
ら
始
ま
り
巻
題

の
「
貞
永
式
目
（
御
成
敗
式
目
）」
の
制
定
に
関
わ
る
北
条
泰
時
（
義
時
嫡
男
）

ら
北
条
氏
徳
宗
家
関
連
の
事
柄
が
中
心
に
語
ら
れ
て
い
て
、
巻
頭
系
図
と
あ
ま
り

合
致
し
て
い
な
い
。

　

六
巻
巻
頭
の
「
系
図
」
は
、
北
条
政
村
（
義
時
五
男
）
と
北
条
実
泰
（
義
時
六

男
）
に
始
ま
る
。
政
村
は
七
代
執
権
で
あ
り
、
実
泰
は
金
沢
流
北
条
家
の
祖
で
あ

る
。
系
図
に
は
政
村
の
子
孫
の
十
二
代
執
権
・
煕
時
や
、
実
泰
の
子
孫
十
五
代
執

図２　『大系図』二巻十丁裏途中から十一丁裏途中まで

図１　五巻巻頭系図
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権
・
貞
顕
（
金
沢
流
）
ら
が
見
ら
れ
る
。
六
巻
は
、
頼
朝
以
来
の
最
後
の
有
力
御

家
人
、
三
浦
泰
村
や
安
達
泰
盛
（
秋
田
城
介
）
の
栄
枯
盛
衰
が
語
ら
れ
、
北
条
氏

の
一
党
支
配
が
よ
り
強
ま
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
徳
宗
家
の
時
頼
に
焦
点
が
当

た
っ
て
い
て
、
巻
頭
系
図
と
は
合
致
し
て
い
な
い
。     

　

七
巻
巻
頭
の
系
図
は
、
北
条
時
房
（
時
政
三
男
）
に
始
ま
る
。
初
代
執
権
・
時

政
の
子
と
し
て
二
代
執
権
・
義
時
と
共
に
北
条
氏
の
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。

七
巻
は
、
安
達
泰
盛
を
失
脚
さ
せ
た
平
左
衛
門
頼
綱
の
滅
亡
に
始
ま
り
、
北
条
氏

の
一
党
支
配
の
後
、
や
が
て
北
条
家
の
滅
亡
で
終
わ
る
。
巻
頭
系
図
は
、
六
段
目

以
外
は
関
連
が
薄
い
。

  

こ
の
よ
う
に
必
ず
し
も
各
巻
の
内
容
と
合
致
し
な
い
「
系
図
」
が
、
三
・
五
・

六
・
七
巻
の
巻
頭
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
系
図
」
は
何
を
典
拠
と
し
、
い
か

な
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

系
譜
の
典
拠
調
査
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
巻
頭
系
図
を
『
尊
卑
分
脈
』
の
系
図

と
『
大
系
図
』
に
対
応
さ
せ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
判
明
し
た
。
三
巻
巻

頭
系
図
と
そ
の
内
容
が
ほ
ぼ
対
応
す
る
の
は
、『
大
系
図
』
二
巻
八
丁
表
途
中
か

ら
九
丁
裏
途
中
ま
で
と
な
る
。
同
様
に
、
五
巻
巻
頭
系
図
は
『
大
系
図
』
二
巻
十

丁
裏
途
中
か
ら
十
一
丁
裏
途
中
ま
で
、
六
巻
巻
頭
系
図
は
『
大
系
図
』
の
二
巻
十

一
丁
裏
途
中
か
ら
十
二
丁
裏
途
中
ま
で
、
七
巻
巻
頭
系
図
は
二
巻
十
二
丁
裏
途
中

か
ら
十
四
丁
表
ま
で
に
対
応
し
て
い
る
。
参
考
に
、
五
巻
巻
頭
系
図
を
図
１
、
対

応
す
る
『
大
系
図
』
の
部
分
を
図
２
と
し
て
掲
出
す
る

（
三
十
三
）。

一
方
、
三
巻
の

「
宗
時
―
治
時
」「
政
頼
」
の
部
分
、
五
巻
の
「
時
茂
―
時
国
」「
義
政
―
時
範
」

の
部
分
、
六
巻
の
「
実
時
―
顕
時
」
の
部
分
は
、『
尊
卑
分
脈
』
と
は
食
い
違
い
、

『
大
系
図
』
の
系
図
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
本
作
の
「
系
図
」
も
、「
右
…
…
」

と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た
「
系
譜
」
同
様
、『
大
系
図
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

現
存
す
る
「
系
図
」
は
三
・
五
・
六
・
七
巻
に
し
か
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
の
残

り
方
か
ら
す
る
と
、
元
々
は
当
然
全
巻
に
付
い
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
再
度
『
大
系
図
』
を
参
照
し
、
一
・
二
・
四
巻
と
の
対
応
を
次
の

よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
で
、『
大
系
図
』
を
典
拠
に
、
全
巻
見
返
し
に
「
系
図
」

が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
巻
系
図
―
『
大
系
図
』
六
丁
表
～
七
丁
裏
途
中
ま
で

　
　
　
　
　

  「
桓
武
天
皇
・
時
政
・
義
時
」
の
系
図
【
推
定
】

二
巻
系
図
―
『
大
系
図
』
六
丁
裏
途
中
か
ら
八
丁
表
途
中
ま
で

　
　
　
　
　

  「
泰
時
・
時
氏
・
経
時
」
の
系
図
【
推
定
】（

三
十
四
）                                              

三
巻
系
図
―
『
大
系
図
』
八
丁
表
途
中
か
ら
九
丁
裏
途
中
ま
で

　
　
　
　
　

  「
時
頼
・
時
宗
・
貞
時
・
高
氏
」
の
系
図

四
巻
系
図
―
『
大
系
図
』
九
丁
裏
途
中
か
ら
十
丁
裏
途
中
ま
で

　
　
　
　
　

  「
朝
時
」
の
系
図
【
推
定
】

五
巻
系
図
―
『
大
系
図
』
十
丁
裏
途
中
か
ら
十
一
丁
裏
途
中
ま
で

　
　
　
　
　

  「
重
時
」
の
系
図

六
巻
系
図
―
『
大
系
図
』
十
一
丁
裏
途
中
か
ら
十
二
丁
裏
途
中
ま
で

　
　
　
　
　

  「
政
村
・
実
泰
」
の
系
図

七
巻
系
図
―
『
大
系
図
』
十
二
丁
裏
途
中
か
ら
十
四
丁
表
ま
で

　
　
　
　
　

  「
時
房
」
の
系
図

こ
の
よ
う
に
『
大
系
図
』「
平
家
執
権
家
之
系
図
」（
二
巻
六
丁
表
）
か
ら
の
連
続

す
る
九
丁
に
基
づ
き
、
一
巻
か
ら
三
巻
に
は
桓
武
天
皇
か
ら
始
ま
る
北
条
氏
九
代

徳
宗
家
の
系
図
が
掲
載
さ
れ
、
四
巻
に
は
義
時
二
男
朝
時
、
五
巻
に
は
義
時
三
男

重
時
、
六
巻
に
は
義
時
四
男
政
村
・
六
男
実
泰
（
五
男
「
尚
村
」
は
早
世
）、
七
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巻
に
は
時
政
三
男
時
房
の
系
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
一
貫
す
る
。
本

作
の
「
系
図
」
は
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
に
ふ
さ
わ
し
く
、
北
条
氏
の
主
要
人
物

の
系
図
を
全
七
巻
の
う
ち
に
網
羅
す
る
と
い
う
意
図
で
、『
大
系
図
』
を
典
拠
に

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
各
巻
の
内
容
と
は
対
応
し
な
い
が
、

欠
け
た
と
思
わ
れ
る
部
分
ま
で
加
え
る
と
、
本
作
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
系
図
と

捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、「
系
譜
」
と
「
系
図
」
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
て

主
に
『
大
系
図
』
を
典
拠
に
し
て
加
え
ら
れ
た
「
系
譜
」「
系
図
」
は
、『
太
閤

記
』
に
は
な
い
、
本
作
独
自
の
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
方
針
は
、「
諸
士
の

系
図
を
あ
ら
わ
し
」「
板
行
」
す
る
と
い
う
刊
記
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
諸
士
の

系
図
を
あ
ら
わ
」
す
と
は
言
っ
て
も
、
単
に
「
諸
士
」
を
紹
介
し
、
そ
の
活
躍
を

描
く
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
諸
士
」
の
家
系
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
『
太
閤

記
』
と
も
、
そ
の
他
の
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
と
も
異
な
る
、
本
作
独
自
の
新
た
な
趣

向
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
古
浄
瑠
璃
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
刊
年
を
宝
永
八
年

（
一
七
一
一
）
正
月
と
考
証
す
る
と
と
も
に
、
本
作
の
編
集
上
の
特
徴
に
つ
い
て

考
察
し
、
そ
の
編
集
方
法
が
概
ね
古
浄
瑠
璃
『
太
閤
記
』
の
方
法
を
踏
襲
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
新
た
な
趣
向
と
し
て
『
本
朝
武
家
評
林
大
系
図
』
を

典
拠
と
す
る
「
系
譜
」「
系
図
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

　

阪
口
弘
之
氏
は
「
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
成
立
」（

三
十
五
）

の
中
で
本
作
に
言
及
し
、

「
諸
士
の
系
図
を
顕
す
」
と
い
う
刊
記
か
ら
、「
代
々
の
諸
将
の
興
亡
譚
を
時
代
の

流
れ
の
中
に
追
う
」
と
こ
ろ
に
関
心
を
向
け
た
、「
小
説
志
向
の
姿
勢
」
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
作
品
全
体
の
内
容
か
ら
も
適
切
な
ご
指
摘
で
、

『
太
閤
記
』
同
様
に
そ
う
し
た
読
物
化
の
傾
向
は
本
作
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。

前
述
の
「
系
譜
」
に
し
て
も
、
安
倍
晴
明
や
俊
乗
房
重
源
な
ど
に
つ
い
て
、
文
芸

作
品
の
伝
承
を
基
に
「
系
譜
」
を
加
筆
し
て
い
る
点
は
、
そ
う
し
た
読
物
化
の
一

環
と
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
前
章
に
見
た
よ
う
に
、
本
作
の
「
系
譜
」「
系
図
」
に
は
、
文
字
通

り
諸
将
の
家
系
を
明
示
す
る
意
味
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
む
し
ろ
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
の
軍
記
の
姿
勢
と
一
致
す
る
面
が
あ
る
。
先
に
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
当
時
の

多
く
の
軍
記
に
は
、
系
図
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
倣
っ
て
「
系
譜
」「
系

図
」
を
付
加
し
た
と
こ
ろ
に
本
作
の
新
し
い
趣
向
が
あ
り
、
当
時
の
人
々
の
系
図

自
体
へ
の
関
心
を
背
景
に
、
享
受
者
の
興
味
に
即
応
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
新
た
な
趣
向
は
、
そ
の
後
の
軍
記
読
物

浄
瑠
璃
の
史
的
展
開
を
見
る
限
り
広
ま
ら
な
か
っ
た
。
系
図
付
き
の
軍
記
読
物
浄

瑠
璃
は
本
作
以
外
に
は
見
ら
れ
ず
、
本
作
で
も
「
系
図
」
が
付
い
て
い
る
の
は
一

部
の
伝
本
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
理
由
は
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
部

分
ま
で
軍
記
に
回
帰
し
て
し
ま
う
と
、
軍
記
と
の
差
別
化
の
面
で
、
そ
の
存
在
意

義
が
希
薄
に
な
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
同
時
代
の
他
の
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
作
品
と
の
関
連
の
中
で
、
さ
ら
に
追
究
し

て
い
き
た
い
。

  

そ
う
し
た
課
題
と
も
関
係
す
る
が
、『
太
閤
記
』
の
後
刷
・
再
版
に
関
与
し
た

も
う
一
つ
の
版
元
と
し
て
、
山
形
屋
勘
右
衛
門
が
あ
る
。
山
形
屋
刊
行
の
古
浄
瑠

璃
『
朝
鮮
太
平
記
』（
正
徳
元
年
〈
一
七
一
一
〉
七
月
刊
）
は
、『
太
閤
記
』
の
七



49 　古浄瑠璃『鎌倉北条九代記』の典拠と編集方法

巻
（
巻
題
「
朝
鮮
征
伐
記
」）
の
内
容
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
本
作
同
様
に

『
太
閤
記
』
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。『
太
閤
記
』
の
後
続
作
品
と
し
て
、

今
後
『
朝
鮮
太
平
記
』
の
作
品
研
究
も
行
い
、
さ
ら
に
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
展
開

に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

 

注

（
一
）
古
浄
瑠
璃
『
平
家
物
語
』
か
ら
『
太
閤
記
』
ま
で
、
毎
年
正
月
に
鱗
形
屋

に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
五
作
品
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
七

（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
二
月
）、
同
第
八
（
一
九
八
〇
年
二
月
）
に
翻
刻

さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
拙
稿
「
古
浄
瑠
璃
『
太
閤
記
』
の
典
拠
と
編
集
方
法
」（『
文
学
史
研
究
』

第
五
九
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
参
照
。

（
三
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
古
浄
瑠
璃
『
太
閤
記
』
の
絶
版
と
本
文
削
除
」（『
国

語
国
文
』
第
八
十
九
巻
第
九
号
、
二
〇
二
〇
年
九
月
）
参
照
。

（
四
）
藤
田
忠
兵
衛
版
『
太
閤
記
』
は
、
今
日
公
的
機
関
に
現
存
が
確
認
で
き
な

い
の
で
、
そ
の
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
が
、
尾
崎
久
弥
著
『
甘
露
堂
文
庫　

稀

覯
本
攷
覧
』（
名
古
屋
書
歴
史
会
、
一
九
三
三
年
三
月
）
に
、「
藤
田
忠
兵
衛

新
板
」
の
刊
記
が
各
巻
に
あ
る
『
太
閤
記
』
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
近

年
そ
の
記
述
に
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
本
が
『
琳
琅
閣
古
書
目
録
』
第

一
七
一
号
（
琳
琅
閣
書
店
、
二
〇
一
八
年
六
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
写

真
（
巻
一
の
初
段
冒
頭
、
巻
七
の
初
段
挿
絵
）
を
見
る
限
り
、
尾
崎
久
弥
の

指
摘
す
る
『
太
閤
記
』
の
情
報
と
一
致
し
て
お
り
、
版
元
名
の
な
い
宝
永
七

年
再
版
本
と
同
版
の
求
版
本
と
推
定
さ
れ
る
。

（
五
）
水
谷
不
倒
著
『
新
修
絵
入
浄
瑠
璃
史
』（
太
洋
社
、
一
九
三
六
年
十
二
月
）、

後
に
『
水
谷
不
倒
著
作
集
』
第
四
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
八
月
）

所
収
。

（
六
）
若
月
保
治
著
『
古
浄
瑠
璃
の
研
究
』
第
二
巻
（
桜
井
書
店
、
一
九
四
四
年

一
月
）。

（
七
）
朴
賛
基
著
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
と
日
本
文
学
』（
臨
川
書
店
、
二
〇

〇
六
年
十
月
）
所
収
「
古
浄
瑠
璃
『
朝
鮮
太
平
記
』
に
見
る
朝
鮮
通
信
使
」

の
、「
読
本
浄
瑠
璃
」
を
年
代
順
に
記
し
た
一
覧
表
に
よ
る
。

（
八
）『
補
訂
版　

国
書
総
目
録
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
二
月
）。

（
九
）『
近
世
書
林
板
元
総
覧
』（
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
一
年
一
月
）
に
よ
る
。

（
十
）
宝
永
六
年
の
歌
舞
伎
の
演
目
と
し
て
、「
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
れ

ば
「『
け
い
せ
い
大
仏
供
養
』
脚
本
、 

宝
永
六
初
演
」（『
京
阪
歌
舞
伎
年
表
』）

が
あ
る
。

（
十
一
）『
改
訂
／
増
補　

近
世
書
林
板
元
総
覧
』（
一
九
九
八
年
二
月
）
に
は
、

「
藤
田
（
江
戸
通
油
町
）」
の
項
目
で
『
隅
田
川
』（
享
保
十
年
、
近
藤
清
春

画
）
を
挙
げ
、「
忠
兵
衛
と
関
係
あ
る
か
」
と
記
し
て
い
る
。

（
十
二
）『
浮
世
絵
大
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）
に
よ
る
と
、

鳥
居
清
朝
は
「
享
保
二
年
か
ら
十
二
年
頃
ま
で
」
の
役
者
絵
が
残
る
と
さ
れ

る
が
、
浮
世
絵
師
と
し
て
の
活
躍
の
年
代
よ
り
古
浄
瑠
璃
に
見
ら
れ
る
挿
絵

の
仕
事
は
時
代
が
遡
る
。

（
十
三
）『
秀
平
五
代
記
』
は
、
国
会
図
書
館
蔵
本
の
巻
一
冒
頭
に
「
七
巻
物
／
第

一
之
巻
」
と
あ
り
、
巻
末
に
「
正
徳
六
年
正
月
吉
日　

鶴
屋
喜
右
衛
門
新
板
」

の
刊
記
が
あ
る
。
ま
た
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
の
巻
三
冒
頭
に
は
「
秀
平

五
代
記
三
之
巻
」、
巻
末
に
「
享
保
二
年
正
月
吉
日　

鶴
屋
喜
右
衛
門
新
板
」
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の
刊
記
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
体
裁
で
あ
り
、
管
見
の
限

り
享
保
期
に
か
か
る
最
後
の
全
七
巻
物
と
思
わ
れ
る
。

（
十
四
）
古
浄
瑠
璃
『
平
家
物
語
』「
解
題
」
で
は
、『
島
原
軍
記
』（
端
本
、
享
保

三
年
）、『
西
国
太
平
記
』（
享
保
三
年
）
な
ど
を
あ
げ
、『
曲
輪
太
平
記
』
三

巻
も
、「
こ
の
類
い
に
い
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

前
掲
注
（
七
）
の
朴
賛
基
氏
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
と
日
本
文
学
』「
読

本
浄
瑠
璃
」
一
覧
表
で
も
、『
新
田
四
天
王
』（
享
保
七
年
正
月
）、『
西
海
軍

記
』（
享
保
八
年
正
月
）
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が
全
七
巻
物
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
十
五
）
古
浄
瑠
璃
『
太
平
記
』・『
追
加
太
平
記
』
は
、
い
ず
れ
も
注
一
の
『
古

浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
七
所
収
。
そ
の
『
追
加
太
平
記
』「
解
題
」
で
は
、
宝
永

四
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
毎
年
順
に
各
巻
が
刊
行
さ
れ
、
七
年
に
は
六
・
七

之
巻
刊
行
時
に
一
括
し
て
、『
絵
入
太
平
記
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
十
六
）
た
だ
し
藤
田
忠
兵
衛
自
身
が
『
太
閤
記
』
を
求
版
刊
行
し
た
時
期
は
正

確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
作
の
刊
行
年
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

宝
永
七
年
の
可
能
性
が
高
く
、
あ
る
い
は
再
版
『
太
閤
記
』
の
刊
行
に
直
接

関
与
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
十
七
）
河
井
恒
久
編
（
一
六
八
五
年
刊
、
柳
枝
軒
版
）。

（
十
八
）「
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
９

６

－

１
２
０

－
１
～
２
５
）
の
寛
永
三
年
版
『
新
刊
吾
妻
鏡
』（
十
七
巻
二
十

七
丁
表
裏
）
の
記
事
を
書
き
下
し
文
と
し
た
。

（
十
九
）『
吾
妻
鏡
』
に
つ
い
て
「
内
容
に
は
幕
府
、
こ
と
に
執
権
北
条
氏
の
立
場

を
擁
護
す
る
傾
向
が
著
し
い
の
で
、
編
纂
者
も
当
然
そ
の
関
係
者
で
あ
ろ
う
」

（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』）
と
あ
る
。

（
二
十
）
前
掲
注
（
二
）
拙
稿
参
照
。

（
二
十
一
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
和
田
系
図
』「
佐
野
本
系
図
」
十
四
（
彰

考
館
文
庫
）
に
は
「
世
伝
義
秀
自
房
州
渡
高
麗
其
祠
令
在
高
麗
金
山
人
時
祭

之
」
と
あ
る
。
ま
た
、
系
譜
の
典
拠
比
較
に
利
用
し
た
『
尊
卑
分
脈
』「
義

秀
」
に
は
「
朝
印
南
三
郎
／
無
双
大
力
／
父
滅
亡
時
渡
房
州
／
遂
赴
高
麗
国
」

（
二
十
三
巻
十
五
丁
表
）
と
あ
り
、『
大
系
図
』「
義
秀
」
に
は
「
朝
夷
名
三
郎

･･･

後
朝
鮮
ニ
渡
ル
今
に
朝
鮮
ニ
神
ト
祭
ル
」（
二
巻
二
十
一
丁
表
）
と
あ
る
。

後
に
は
『
続
群
書
類
従
』
六
輯
上
「
和
田
系
図
」（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
二
八
年
三
月
）
な
ど
に
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
は
朝
夷
奈

三
郎
義
秀
が
「
高
麗
」
に
上
陸
し
た
こ
と
が
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

（
二
十
二
）
こ
の
刊
記
の
文
章
は
、
各
巻
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
小
異
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
七
巻
か
ら
引
用
し
た
。

（
二
十
三
）「
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本

（
９
６

－

５
３
１

－

１
～
３
０
）
を
参
照
し
た
。
他
に
『
新
編
／
増
補
国
史
大

系　

尊
卑
分
脈
』（
吉
川
弘
文
館
）
も
参
照
し
た
。

（
二
十
四
）「
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本

（
ヤ
１

－

２
４
９

－

１
～
５
）
を
参
照
し
た
。

（
二
十
五
）
軍
記
『
北
条
九
代
記
』
の
内
容
は
、『
吾
妻
鏡
』
か
ら
「
抜
粋
し
書
き

下
し
た
部
分
が
多
い
」
と
さ
れ
る
（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』）。『
吾
妻
鏡
』

は
前
掲
注
（
十
八
）
の
『
新
刊
吾
妻
鏡
』
を
参
照
し
た
。

（
二
十
六
）
北
条
氏
研
究
会
編
『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』（
新
人
物
往
来
社　

二

〇
〇
三
年
六
月
）。

（
二
十
七
）
こ
の
部
分
で
丁
移
り
と
な
っ
て
い
る
が
、
少
し
空
白
が
あ
る
。「
食
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事
」
等
の
文
句
が
脱
落
し
た
か
。

（
二
十
八
）『
仮
名
草
子
集
成
』
第
一
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
〇
年
五
月
）
に

よ
る
。

（
二
十
九
）『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
四
（
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
一
月
）
に
よ

る
。

（
三
十
） 『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
四
（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
三
月
）
に
よ

る
。

（
三
十
一
）『
古
浄
瑠
璃
正
本
集　

加
賀
掾
編
』
第
二
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
〇

年
二
月
）
に
よ
る
。

（
三
十
二
）
小
林
美
和
著
『
平
家
物
語
生
成
論
』（
三
弥
井
書
店　

一
九
八
六
年

五
月
）
で
は
、
文
覚
発
心
譚
に
つ
い
て
、
平
家
物
語
の
語
り
物
系
の
『
源
平

盛
衰
記
』、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』、
長
門
本
『
平
家
物
語
』、『
平
家
物
語
』

「
四
部
合
戦
状
本
」
と
を
比
較
し
、
異
同
を
詳
細
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、

「
四
部
合
戦
状
本
」
の
源
渡
と
俊
乗
重
源
の
同
一
視
に
つ
い
て
「
こ
の
記
述
は

あ
ま
り
に
史
実
と
か
け
離
れ
て
お
り
、
た
と
え
対
象
が
語
り
物
文
芸
と
し
て

も
、
こ
の
荒
唐
さ
は
語
り
の
担
い
手
た
ち
の
許
容
範
囲
を
は
る
か
に
越
え
る

も
の
と
思
わ
れ
る
」（
同
書
二
四
六
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
三
十
三
）
図
１
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』（
国
立
国
会
図

書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
収
）
に
よ
る
。
図
２
は
、
前
掲
注
（
二
十

四
）
と
同
じ
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
『
本
朝
武
家
評
林
大
系
図
』（
新
日
本

古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
）
に
よ
る
。
継
承4.0

国
際
（CC BY

-
SA

 4.0

）。

（
三
十
四
）
一
・
二
巻
の
「
系
図
」
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
『
大
系
図
』
の
部
分

は
、
六
丁
裏
の
上
部
（
時
政
、
義
時
ら
の
系
図
）
が
一
巻
の
典
拠
、
六
丁
裏

の
下
部
（
泰
時
の
系
図
）
が
二
巻
の
典
拠
の
始
ま
り
と
な
っ
て
い
て
重
な
り

が
あ
る
と
判
断
し
た
。

（
三
十
五
）「
軍
記
読
物
浄
瑠
璃
の
成
立
」（『
人
文
研
究
』
三
十
七
巻
七
号
、
一
九

八
五
年
十
二
月
）、
後
に
『
古
浄
瑠
璃
・
説
経
研
究　

近
世
初
期
芸
能
事
情
』

下
巻
（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
年
五
月
）
所
収
。

【
付
記
】
図
版
１
・
２
の
掲
載
に
当
た
っ
て
は
国
立
国
会
図
書
館
、
国
文
学
研
究

資
料
館
、
ま
た
資
料
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
阪
口
弘
之
氏
、
大
東
急
記
念
文
庫
、

そ
の
他
多
く
の
所
蔵
機
関
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
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【
表
１
】
古
浄
瑠
璃
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
典
拠
一
覧

＊ 

「
各
段
の
題
」
は
で
き
る
限
り
漢
字
に
直
し
、「
典
拠
」
欄
は
、
主
要
な
典
拠
と
な
っ
て
い
る
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
刊
軍
記
『
北
条
九
代
記
』「
目
録
」
題
（
早
稲

田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
の
対
応
部
分
を
示
し
た
。
そ
の
他
の
典
拠
に
拠
っ
て
い
る
場
合
は
そ
の
内
容
を
太
字
で
示
し
、
不
明
確
な
場
合
も
そ
の

内
容
が
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
作
品
を
括
弧
内
に
示
し
た
。

一
巻　

鶴
岡
東
日
記

各
段
の
題

 　
　

典
拠 

初
段

鎌
倉
の
由
来

西
行
法
師
の
事

巻
１
「
本
朝 

将
帥
元
始
」「
右
大
将
頼
朝
草
業
」「
鎌
倉
草
創
付
来
歴
」

巻
４
「
北
条
時
政
入
道
卒
去
付
榎
島
参
籠
奇
瑞
」

巻
１
「
鎌
倉
草
創
付
来
歴
」「
鶴
ヶ
岡
八
幡
宮
修
造
遷
宮
」

　
　

 

「
西
行
法
師
頼
朝
談
話
」

・
鎌
倉
三
本
松
の
伝
承

　
（『
新
編
鎌
倉
志
八
巻
』、
幸
若
舞
『
清
重
』）

二
段

瀧
口
三
郎
経
俊
斬
罪
を
宥
め
ら
る
ゝ
事

巻
１
「
瀧
口
三
郎
経
俊
斬
罪
を
宥
め
ら
る
」　

三
段

清
水
の
冠
者
義
高
の
事

巻
１
「
清
水
冠
者
討
る
付
頼
朝
之
姫
君
愁
嘆
」

四
段

奥
州
安
平
退
治
幷
助
公
法
師
の
事

巻
１
「
頼
朝
卿
奥
入
付
泰
衡
滅
亡
」

　
　

 

「
無
量
光
院
僧
詠
歌
」

五
段

蒲
の
御
曹
司
範
頼
最
期
の
事

巻
１
「
範
頼
勘
気
を
蒙
る
付
家
人
当
麻
太
郎
」

六
段

南
都
大
仏
供
養
幷
頼
朝
薨
去
の
事

巻
１
「
南
都
大
仏
殿
供
養
付
頼
朝
卿
上
洛
」

　
　

 

「
右
大
将
頼
朝
卿
薨
去
」

・
俊
乗
重
源
と
文
覚
（
古
浄
瑠
璃
『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』）

・
頼
朝
の
死
（『
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
二
月
二
十
八
日
）

・
義
経
等
の
怨
霊
、
馬
入
川
の
由
来

　
（
不
明
。
伝
承
の
組
み
合
わ
せ
の
編
集
か
）
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二
巻　

頼
家
吉
書
始

初
段

北
向
き
色
の
御
所

石
の
壺
の
事

巻
２
「
頼
朝
卿
御
家
督
付
宣
下
幷
吉
書
始
」

　
　

 

「
問
注
所
を
移
立
て
ら
る
」

　
　

 

「
頼
家
安
達
弥
九
郎
之
妾
を
奪
ふ
付
尼
御
台
政
子
諫
言
」

二
段

梶
原
一
門
最
期
の
事

巻
２
「
諸
将
連
署
し
て
梶
原
景
時
を
訴
ふ
」

　
　

 

「
梶
原
平
三
景
時
滅
亡
」

　
　

 

「
梶
原
反
逆
同
意
之
輩
追
捕
」

　
　

 

「
勝
木
七
郎
生
捕
ら
る
付
畠
山
重
忠
廉
譲
」

三
段

念
仏
禁
断
の
事
幷
源
性
異
僧
に
逢
事

巻
２
「
寿
福
寺
建
立
付
栄
西
禅
師
伝
」

　
　

 

「
念
仏
禁
断
付
伊
勢
称
念
房
奇
特
」

　
　

 

「
太
輔
房
源
性
異
僧
に
遇
ふ
付
算
術
の
奇
特
付
安
倍
晴
明
奇
特
」

四
段

安
倍
晴
明
か
事
幷
北
条
泰
時
の
事

巻
２
「
太
輔
房
源
性
異
僧
に
遇
ふ
付
算
術
の
奇
特
付
安
倍
晴
明
奇
特
」

・
安
倍
晴
明
の
奇
特
（『
古
今
著
門
集
』
巻
七
ノ
九 

、『
元
享
釈
書
』
な
ど
）

巻
３
「
紀
内
所
行
景
関
東
下
向
付
北
条
泰
時
傷
歎
」

　
　

 

「
江
馬
太
郎
泰
時
徳
政
」

五
段

板
額
御
前
の
事
幷
野
干
の
太
刀

巻
３
「
改
元
付
城
四
郎
長
茂
狼
藉
付
城
資
盛
滅
亡
幷
板
額
女
房
武
勇
」

　
　

 
「
板
額
女
房
鎌
倉
に
虜
り
来
る
付
城
資
永
野
干
の
宝
剣
」

六
段

白
拍
子
微
妙
が
事

巻
３
「
白
拍
子
微
妙
尼
と
成
る
付
古
郡
保
忠
祖
達
房
を
打
擲
す
」

三
巻　

実
朝
和
田
軍

初
段

比
企
判
官
能
員
滅
亡

仁
田
畠
山
最
期
の
事

巻
３
「
将
軍
頼
家
卿
御
病
脳
付
比
企
判
官
討
た
る
幷
比
企
四
郎
一
幡
公
を
抱
き
て
火
中
に
入
て
死
す 

」　

　
　

 

「
太
輔
房
源
性
一
幡
公
之
骨
を
拾
ふ
付
頼
家
卿
近
習
衆
禁
獄
幷
将
軍
家
反
逆
仁
田
忠
常
誅
せ
ら
る
」

二
段

頼
家
死
去
幷
畠
山
重
忠
最
期
の
事

巻
３
「
頼
家
卿
出
家
流
罪
付
千
幡
公
家
督
幷
元
服
」

　
　

 

「
頼
家
卿
薨
去
付
実
朝
之
御
台
鎌
倉
に
下
向
」

　
　

 

「
武
蔵
前
司
朝
雅
畠
山
重
保
と
喧
嘩
幷
畠
山
父
子
滅
亡
」

　
　

 

「
北
条
時
政
出
家
付
前
司
朝
雅
伏
誅
」
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三
段

蓮
生
坊
往
生
幷
法
然
上
人
の
御
事

巻
３
「
北
条
時
政
出
家
付
前
司
朝
雅
伏
誅
」

巻
４
「
頼
家
卿
子
息
善
哉
鶴
岡
御
入
室
」

　
　

 

「
熊
谷
の
小
次
郎
上
洛
付
直
実
入
道
往
生
幷
相
馬
次
郎
端
座
往
生
」

　
　

 

「
黒
谷
源
空
上
人
流
罪
付
上
人
伝
記
」

四
段

泉
の
小
次
郎
親
平
が
事
幷
三
浦
等
謀
反
の
事

巻
４
「
千
葉
介
阿
静
房
安
念
を
召
捕
付
謀
反
人
白
状
幷
和
田
義
盛
叛
逆
滅
亡
」

五
段

朝
夷
奈
勇
力
の
事

巻
４
「
千
葉
介
阿
静
房
安
念
を
召
捕
付
謀
反
人
白
状
幷
和
田
義
盛
叛
逆
滅
亡
」

六
段

和
田
義
盛
最
期
幷
朝
夷
奈
か
宮
居
の
事

巻
４
「
千
葉
介
阿
静
房
安
念
を
召
捕
付
謀
反
人
白
状
幷
和
田
義
盛
叛
逆
滅
亡
」

・
朝
夷
名
義
秀
の
行
方
（『
太
閤
記
』
六
ノ
巻
六
段
、『
和
田
系
図
』
な
ど 

）

四
巻　

義
時
武
家
鑑

初
段

陳
和
卿
唐
船
を
つ
く
る

十
二
神
之
内
杜
羅
大
将
の
利
生

巻
４
「
宋
人
陳
和
卿
実
朝
卿
に
謁
す
付
相
模
守
諫
言
幷
唐
船
を
造
る
」

巻
４
「
鎌
倉
怪
異
付
北
条
義
時
薬
師
堂
建
立
供
養
」　　

 

二
段

実
朝
公
最
期
の
事

巻
４
「
実
朝
公
右
大
臣
に
任
ず
付
拝
賀
幷
禅
師
公
暁
実
朝
を
討
つ
」

三
段

後
鳥
羽
院
御
謀
反
の
起
こ
り
幷
西
面
之
事

巻
５
「
鎌
倉
将
軍
家
据
ゑ
ら
る
べ
き
評
定
付
阿
野
冠
者
没
落
」

　
　

 
「
頼
経
公
関
東
下
向
」「
鎌
倉
変
災
付
二
位
禅
尼
御
夢
想
」

　
　

 
「
北
面
西
面
之
始
付
一
院
御
謀
反
根
元
幷
平
九
郎
胤
義
仙
洞
に
参
る
」

四
段

伊
賀
の
判
官
討
死
の
事

巻
５
「
北
面
西
面
之
始
付
一
院
御
謀
反
根
元
幷
平
九
郎
胤
義
仙
洞
に
参
る
」

　
　

 

「
徳
大
寺
殿
諫
言
付
西
園
寺
右
大
将
父
子
召
し
籠
め
ら
る
」

　
　

 

「
伊
賀
判
官
光
季
討
死
」

　
　

 

「
院
宣
付
推
松
使
節
幷
二
位
禅
尼
評
定
」

五
段

二
位
の
禅
尼
評
定
の
事

巻
５
「
院
宣
付
推
松
使
節
幷
二
位
禅
尼
評
定
」

六
段

鎌
倉
勢
上
洛
之
事

巻
５
「
鎌
倉
軍
勢
上
洛
」



55 　古浄瑠璃『鎌倉北条九代記』の典拠と編集方法

五
巻　

貞
永
式
目

初
段

土
護
の
覚
心
謀
略

鏡
月
坊
詠
歌

巻
５
「
大
炊
渡
軍
付
御
所
焼
の
太
刀
」
冒
頭
の
み

巻
６
「
宇
治
川
軍
敗
北
付
土
護
覚
心
謀
略
」

　
　

 

「
京
方
武
将
没
落
付
鏡
月
房
歌
幷
雲
客
死
刑
」

　
　

 

「
本
院
新
院
御
遷
幸
幷
土
御
門
院
入
配
流
」

　
　

 

「
後
嵯
峨（
院
）新
帝
践
祚
付
能
登
守
秀
康
誅
せ
ら
る
」

二
段

優
曇
花
乃
事
幷
三
子
を
生
す
る
女
の
事

巻
６
「
優
曇
華
説
付
下
部
女
房
三
子
を
産
む
」

　
　

 

「
北
条
義
時
死
去
」

三
段

二
位
の
禅
尼
逝
去
幷
大
江
の
広
元
卒
去
の
事

巻
６
「
武
蔵
守
泰
時
執
権
付
二
位
禅
尼
三
浦
義
村
を
戒
め
る
」

　
　

 

「
義
時
後
室
同
兄
弟
幷
実
雅
中
将
流
罪
」

　
　

 

「
泰
時
仁
政
付
大
江
広
元
入
道
卒
去
」 「
二
位
禅
尼
逝
去
」

四
段

式
目
始
幷
智
定
坊
補
陀
落
山
に
渡
る
事

巻
７
「
夏
雪
付
勘
文
幷
北
条
修
理
亮
時
氏
卒
去
」

　
　

 

「
降
霜
石
降
冬
雷
付
将
軍
家
御
台
所
御
輿
入
」

　
　

 

「
貞
永
式
目
を
試
む
付
関
東
飢
饉
」

　
　

 

「
下
河
辺
行
秀
法
師
補
陀
落
山
に
渡
る
付
恵
萼
法
師
」

　
　

 
「
御
台
卒
去
付
明
石
の
神
子
」

五
段

北
条
泰
時
逝
去
幷
覚
地
諷
諫
の
事

巻
７
「
北
条
泰
時
逝
去
付
左
近
大
夫
経
時
執
権
」

　
　

 

「
火
柱
相（
争
）論
付
泰
時
詠
歌
幷
境
目
論
批
判
」

　
　

 

「
将
軍
頼
経
公
職
位
を
譲
る
」

巻
８
「
武
蔵
守
経
時
卒
去
付
越
後
守
光
時
反
逆
流
罪
」

　
　

 

「
三
浦
泰
村
権
威
付
景
盛
入
道
覚
地
諷
諫
」

六
段

津
軽
の
浦
人
魚
あ
が
る
幷
黄
蝶
出
顕
事

巻
８
「
由
比
浦
血
に
変
ず
付
大
魚
死
す
幷
黄
蝶
怪
異

　
　

 

「
将
軍
家
御
台
逝
去
付
左
近
大
夫
時
頼
泰
村
館
を
退
き
帰
る
幷
時
頼
泰
村
和
平
」
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六
巻　

 

時
頼
入
道
諸
国
廻
り

初
段

三
浦
安
村
一
門

滅
亡
の
事

巻
８
「
三
浦
泰
村
家
門
滅
亡
」「
上
総
権
介
秀
胤
自
害
」

　
　

 

「
西
園
寺
家
繁
栄
付
時
頼
相
模
守
に
任
ず
」
一
部

　
　

 

「
光
明
峰
寺
道
家
公
薨
ず
付
五
摂
家
相
分
る
」
一
部

二
段

青
砥
左
衛
門
藤
綱
か
事

巻
８
「
陸
奥
守
重
時
相
模
守
時
頼
出
家
付
時
頼
省
悟
」

　
　

 

「
相
模
守
時
頼
入
道
政
務
付
青
砥
左
衛
門
廉
直
」

・
青
砥
左
衛
門
廉
直

　

 （『
太
平
記
』
巻
第
三
十
五
「
北
野
通
夜
物
語
付
青
砥
左
衛
門
事
」〈
岩
波
書
店
、
日
本
古
典
文
学
大
系

の
小
題
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。〉、『
本
朝
武
家
評
林
』
巻
之
三
十
八
「
滑
川
事
付
最
明
寺
殿
夢
想
事
」）

三
段

日
蓮
上
人
宗
門
の
開
事
幷
佐
野
源
左
衛
門
か
事

巻
９
「
日
蓮
聖
人
宗
門
を
開
く
」 

　
　

 

「
時
頼
入
道
青
砥
左
衛
門
尉
と
政
道
閑
談
」

　
　

 

「
時
頼
入
道
諸
国
修
行
付
難
波
尼
公
本
領
安
堵
」

・
日
蓮
聖
人
（
古
浄
瑠
璃
『
に
ち
れ
ん
き
』）

・�

佐
野
源
左
衛
門
（
謡
曲
『
鉢
の
木
』、『
本
朝
武
家
評
林
』
巻
之
三
十
八
「
佐
野
源
左
衛
門
常
世
事
」）

四
段

最
明
寺
逝
去
幷
遊
行
上
人
の
事

巻
９
「
奉
行
頭
人
政
道
厳
制
付
北
条
重
時
卒
去
」

　
　

 

「
将
軍
家
和
歌
御
会
付
時
頼
入
道
逝
去
」

　
　

 
「
時
宗
執
権
付
御
息
所
御
産
祈
祷
」
一
部

巻
10
「
将
軍
家
御
反
逆
付
松
殿
僧
正
逐
電
」

　
　

 

「
鎌
倉
騒
動
付
北
条
教
時
別
心
幷
将
軍
家
御
帰
洛
」
一
部 

　
　

 

「
宗
尊
親
王
出
家
」
や
「
維
康
親
王
将
軍
家
督
」
な
ど
を
要
約

　
　

 

「
改
元
付
蒙
古
の
使
ひ
追
ひ
返
さ
る
幷
一
遍
上
人
時
宗
開
基
」

・
一
遍
上
人
の
逸
話

　
（
不
明
。
建
長
寺
の
僧
と
の
や
り
と
り
は
『
徒
然
草
』『
史
記
』
な
ど
の
影
響
か
）
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五
段

大
元
よ
り
日
本
を
責
る
事
幷
本
朝
禅
宗
広
ま
る
事

巻
10
「
北
条
政
村
卒
去
付
山
階
左
大
臣
薨
去
」

　
　

 

「
亀
山
院
御
譲
位
付
蒙
古
賊
船
退
去
幷
東
宮
立
」

巻
11
「
蒙
古
襲
来
付
神
風
賊
船
を
破
る
」　　

 

　
　

 

「
北
条
時
宗
卒
去
付
北
条
時
国
流
刑
」

　
　

 

「
恵
萼
入
唐
付
本
朝
禅
法
興
起
」

六
段

秋
田
城
之
介
泰
盛
滅
亡
幷
羽
黒
山
伏
訴
之
事

巻
11
「
城
介
泰
盛
誅
戮
」「
伏
見
院
御
即
位
」

　
　

 

「
久
明
親
王
征
夷
大
将
軍
に
任
ず
」

　
　

 

「
回
国
使
ひ
私
欲
非
法
付
羽
黒
山
伏
の
訴
へ
」

七
巻　

北
條
盛
衰
記

初
段

頼
綱
入
道
最
期

久
我
大
臣
の
事

巻
11
「
北
条
兼
時
卒
去
付
吉
見
孫
太
郎
反
逆
」

　
　

 

「
筑
紫
探
題
之
始
付
鎌
倉
大
地
震
幷
頼
綱
入
道
果
円
反
逆
」

　
　

 

「
貞
時
出
家
付
北
条
宗
方
誅
伐
」

　
　

 

「
貞
時
入
道
諸
国
行
脚
付
久
我
通
基
公
還
俗
」

二
段

宗
方
怨
霊
幷
師
時
最
期
の
事

巻
11
「
後
宇
多
上
皇
御
出
家
付
将
軍
久
明
親
王
帰
洛
」

巻
12
「
北
条
師
時
頓
死
付
怨
霊
」 

　
　

 
「
北
条
相
模
守
貞
時
卒
す
付
高
時
執
権
家
督
幷
北
条
煕
時
病
死
」

　
　

 

「
後
醍
醐
帝
践
祚
」

・
北
条
煕
時
怪
死
（『
平
家
物
語
』
清
盛
の
死
の
描
写
）

・
貞
時
と
高
時
父
子
の
関
係

　
（『
太
平
記
』
巻
第
十
一
「
貞
時
入
道
諸
国
行
脚
」）

三
段

長
崎
高
資
お
ご
り
の
事

巻
12
「
安
藤
又
太
郎
反
逆
」

　
　

 

「
渡
辺
右
衛
門
尉
幷
越
智
四
郎
反
逆
」

・
長
崎
高
資
の
お
ご
り

　
（『
太
平
記
』
巻
第
三
十
七
「
畠
山
入
道
々
誓
い
謀
反
の
事
付
楊
国
忠
が
事
」）
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四
段

和
国
三
千
の
后
の
事
幷
食
物
一
切
経
蔵

巻
12
「
相
模
守
高
時
出
家
付
後
醍
醐
帝
南
北
行
幸
」
一
部

　
　

 

「
楠
正
成
天
王
寺
出
張
付
高
時
入
道
奢
侈
」

・
北
条
高
時
の
お
ご
り

　
（『
太
平
記
』
巻
第
三
十
七
「
畠
山
入
道
々
誓
い
謀
反
の
事
付
楊
国
忠
が
事
」）

・
高
時
と
妖
霊
星　

　
（『
太
平
記
』
巻
第
五
「
相
模
入
道
田
楽
を
弄
ぶ
事
付
闘
犬
の
事
」）

・
高
時
へ
の
嘲
笑

　
（
不
明
。
白
拍
子
の
奴
髭
と
天
人
の
飲
食
は
『
太
平
記
』
か
ら
の
編
集
か 

）

五
段

後
醍
醐
天
王
御
謀
反
幷
為
章
詠
歌
の
事

巻
12
「
後
醍
醐
帝
御
謀
反
」

　
　

 

「
相
模
守
高
時
出
家
付
後
醍
醐
帝
南
北
行
幸
」

 　

  

「
主
上
笠
置
御
籠
城
付
け
師
賢
登
山
幷
楠
波
羅
を
挙
ぐ
」

　
　

 

「
先
帝
配
流
付
赤
坂
城
軍
」

　
　

 

「
楠
正
成
天
王
寺
出
張
付
高
時
入
道
奢
侈
」

六
段

北
条
家
滅
亡
幷
公
家
一
統
の
事

巻
12
「
赤
松
円
心
蜂
起
付
金
剛
山
寄
手
没
落
幷
千
剣
破
城
軍
」　

　
　

 

「
先
帝
船
の
上
皇
居
軍
付
赤
松
京
都
に
寄
す
」

　
　

 

「
足
利
高
氏
上
洛
付
六
波
羅
没
落
」　

　
　

 
「
新
田
義
貞
義
兵
を
挙
く
付
鎌
倉
滅
亡
」

　
　

 
「
相
模
太
郎
邦
時
誅
せ
ら
る
付
公
家
一
統
」
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【
表
２
】
古
浄
瑠
璃
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』「
系
譜
」
と
『
尊
卑
分
脈
』、『
大
系
図
』
と
の
対
照
表

＊ 『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
「
系
譜
」
が
、
比
較
す
る
系
図
と
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
部
分
を
傍
線
で
示
し
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
各
系
図
の
欄
に
示
し
た
。
同

じ
場
合
は
○
と
し
た
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
系
図
に
も
見
当
た
ら
な
い
「
系
譜
」
は
太
字
で
示
し
、
対
照
す
る
系
図
の
欄
に
「
な
し
」
と
し
た
。

＊『
尊
卑
分
脈
（
新
編
纂
図
本
朝
尊
卑
分
脈
系
譜
雑
類
要
集
）』
は
、
明
暦
版
三
十
巻
三
十
冊
。『
大
系
図
（
本
朝
武
家
評
林
大
系
図
）』
は
、
元
禄
版
五
巻
五
冊
。

＊
典
拠
の
数
字
「
２
３
・
７
裏
」
は
、
二
十
三
巻
七
丁
裏
を
表
し
て
い
る
。

一
巻
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
「
系
譜
」

『
尊
卑
分
脈
』

『
大
系
図
』

初
段

右
、
北
条
四
郎
時
正
は
桓

く
わ
ん

武む

天
皇
の
末ば

つ

葉や
う

北
条
四
郎
時
家
が
子
な
り
。

（
佐
藤
の
り
清
法
師
也
。
今
は
西
行･･･
）。
右
、
西
行
は
、
鳥
羽
の
院
の
北
面
の
侍
、
藤
原
の
康や

す

清き
よ

が
子
也
。

○　

２
３
・
７
裏

康
清
─
義
清
（
西
行
）
○

　

１
６
・
３
４
表

○　

２
・
６
裏

康
清
─
憲
清
（
西
行
）

○　

４
・
２
０
表

二
段

右
、
山
内
首す

藤と
う

瀧た
き

口
三
郎
経つ

ね

俊と
し

は
、
藤
原
の
秀ひ

て

郷さ
と

の
後こ

う

胤い
ん

、
首す

藤と
う

五
郎
助す

け

清
の
末ば

つ

孫そ
ん

な
り
。
父
・
俊と

し

通み
ち

、
祖そ

父ふ

・
刑

き
や
う

部ぶ

助す
け

道み
ち

、
み
な
平
治
の
軍い

く
さに

討う
ち

死し
に

す
。
又
、
先せ

ん

祖ぞ

助す
け

清き
よ

は
、　

頼
義よ

し

、
奥お

う

州
攻せ

め
の
時
、

七
騎き

選ゑ
ら

わ
れ
し
、
兵

つ
わ
も
の 

内
な
り
。
尾ひ

藤
氏
佐
藤
氏
、
み
な
こ
の
門も

ん

葉や
う

に
し
て
、
源
氏
代
々
の
侍

さ
ふ
ら
ひ

也
。

義
通
─
俊
通 

┬ 

経
俊

　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　

 

└ 

俊
綱

　

１
６
・
３
４
裏

俊
通
─
俊
綱
─
経
俊

　

４
・
１
９
裏

四
段

右
、
泰や

す

衡平

、
国
衡平

は
藤
原
の
秀ひ

て

郷さ
と

の
後こ

う

胤い
ん

、
御み

館た
ち

の
権
太
郎
清
衡ひ

ら

が
曽ひ

孫ま
ご

、
秀ひ

て

衡ひ
ら

が
子
共
な
り
。

○　

１
６
・
２
９
表

○ 

４
・
１
４
表

六
段
（
源
の
渡

わ
た
る
遁と
ん
世せ
い
し
俊
し
ゆ
ん

乗じ
や
う
重て
う
源げ
ん
と
名
つ
き
、
日
本
、
大た

い

唐と
う

を
勧

く
わ
ん

進し
ん

し
て
、
宋さ

う

国
の
仏
師
陳ち

ん

和く
わ

卿け
い

に
御み

髪く
し

を
刻き

さ

ま
せ
、
す
で
に
此
願ぐ

わ
ん

成し
や
う

就じ
ゆ

す
る
。）

右
、
稲い

な

毛げ
の

三
郎
重
成
は
、
平
氏
小
山
田
別べ

つ

当と
う

有
重
か
子
也
。

な
し
、
源
順
─
悟
─
渡

　

８
・
９
表

○　

２
３
・
１
８
表

な
し

○　

２
・
３
２
表

　

二
段
の
山
内
首
藤
瀧
口
三
郎
経
俊
は
、『
尊
卑
分
脈
』
で
は
俊
綱
の
兄
弟
で
あ
り
、『
大
系
図
』
で
は
父
・
俊
綱
と
あ
る
。
名
前
の
違
い
は
あ
る
が
『
鎌
倉
北
条
九
代

記
』
の
「
系
譜
」
は
『
大
系
図
』
の
説
明
書
き
に
一
致
す
る
。
六
段
「
源
渡
」
は
、「
右
…
…
」
な
ど
で
始
ま
ら
な
い
系
譜
な
の
で
括
弧
に
入
れ
た
。
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二
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
段

右
、
安あ

達た
ち

景か
け

盛も
り

は
、
藤
原
氏
山
蔭か

げ

殿ど
の

のゝ
後こ

う

胤い
ん

、
小
野
田
の
三
郎
か
げ
ひ
ろ
が
孫ま

ご

、
藤
九
郎
盛も

り

長
か
子

な
り
。

兼
広
─
盛
長
─
景
盛

○　

１
０
・
１
５
表

『
尊
卑
分
脈
』
に
同
じ

○　

４
・
１
１
裏

二
段

右
、
景か

け

時
は
平
氏
鎌
倉
の
権
大
夫
景か

け

道
の
後こ

う

胤い
ん

、
梶か

ち

原
小
太
郎
景か

け

長
が
子
也
。

景
長
─
景
清
─
景
時

　

２
３
・
１
４
裏

○　

２
・
３
３
裏

四
段

右
、
晴
明
は
阿あ

倍へ

の
中
丸
の
後こ
う
胤い
ん

、
吉き

ひ備
の
大
臣
よ
り
天
文も

ん

道
を
つ
た
へ
た
り
。

な
し
、（
安
倍
）
益
材

─
清
明
─
吉
平

な
し

五
段

右
、
盛も

り

綱つ
な

は
、
宇う

多だ

源
氏
佐さ

々ゝ
木
秀ひ

て

義よ
し

が
子
也
、
こ
れ
よ
り
加か

地ぢ

と
い
ふ
名
字
を
な
の
る
、
塩ゑ

ん

谷や

党と
う

も
此
門も

ん

葉や
う

也
。

右
、
浅
利
の
与
市
（
義
遠
）
は
清せ

い

和わ

源
氏
武た

け
 
た田

の
冠

く
わ
ん

者し
や

、
義よ

し

清
か
孫
、
逸へ

ん

見み

の
冠

く
わ
ん

者じ
や

清
光
か
子
也
。

○　

２
５
・
１
７
表

義
清
─
清
光
─
義
成

　

２
２
・
１
３
表

○　

３
・
５
表

○　

１
・
３
５
表

　

初
段
の
安
達
景
盛
の
祖
父
は
、
諸
系
図
で
は
兼
広
と
あ
り
『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
「
か
げ
ひ
ろ
」
は
誤
認
か
。
四
段
の
（
安
倍
）
晴
明
は
、
明
暦
版
『
尊
卑
分
脈
』

に
は
「
安
倍
氏
」
が
見
ら
れ
ず
、『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
六
〇
巻
下
（
一
九
六
二
年
六
月
）「
安
倍
氏
」
系
図
に
よ
る
。
そ
の
底
本
は
、
寛
永
頃
刊
の
『
尊
卑
分
脈
』

十
三
巻
の
う
ち
四
巻
目
「
安
倍
氏
」
の
系
図
。

　
三
巻初

段

此
、
加
藤
次
景か

け

廉か
ど

は
田
村
（
藤
原
）
利と

し

仁
の
末ば

つ

葉や
う

、
景か

け

員か
す

が
子
な
り
。

右
、
比ひ

企き
の

判は
ん

官く
わ
ん

能よ
し

員か
す

は
、
藤ふ

ち

原
氏う

ぢ

に
て
、
比ひ

企き

掃か
も
ん部

の
介
遠と

を

宗む
ね

が
子
な
り
。
頼
朝
公
伊い

豆づ

の
配は

い

所し
よ

に

御
座さ

の
時
、
此
（
遠
）
宗
、
朝
夕
の
食

し
よ
く

事し

宮
仕つ

か

い
し
て
奉
公
を
勤つ

と

め
け
る
故ゆ

へ

、
頼
朝
賞し

や
う

翫く
わ
んの

侍
也
。

加
藤
五
景
清
─
景
廉

　

１
０
・
３
４
裏

頼
朝
の
孫
・
一
幡
丸
の
説

明
書
き
に
「
母
比
企
判
官

能
員
娘
」

　

２
４
・
８
裏

○　

４
・
１
６
表

○　

３
・
１
６
表
・
裏
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二
段

右
、
重
忠
は
、
平
氏
畠は

た
け

山
重
能よ

し

が
子
也
、
榛は

ん

谷か
べ

の
四
郎
重
朝
は
、
小
山
田
別へ

つ

当と
う

有
重
か
子
な
り
。
畠

は
た
け

山
、
榛は

ん

谷か
べ

、
稲い

な

毛け

三
人
、
皆
、
平
の
将正

恒つ
ね

の
後こ

う

胤ゐ
ん

に
て
、
千
葉
の
介
門も

ん

葉や
う

也
。

○　

２
３
・
１
８
表

○　

２
・
３
２
裏

三
段

右
、
北
条
朝
正
は
、
清せ

い

和わ

源
氏
新し

ん

羅ら

三
郎
の
三
男
平
賀か

者じ
や

盛も
り

義よ
し

に
は
孫
、
平
賀か

の
四
郎
義よ

し

信の
ぶ

が
子
也
。
盛
義
～
義
信
─
朝
政

　

２
２
・
１
０
表

○ 

１
・
４
５
裏

四
段

右
、
泉い

つ
みの

小
次
郎
親ち

か

平
は
、
清せ

い

和わ

源
氏
六
孫そ

ん

王
経つ

ね

基も
と

の
五
男
相さ

か
み模

の
介
満光

快よ
し

の
後か

う

胤い
ん

な
り
。

公
衡
─
親
衡

○　

２
４
・
５
１
表

公
衡
─
親
平

○　

１
・
２
７
表

五
段

此
、
義よ

し

氏
は
、
清せ

い

和わ

源
氏
上か

つ
さ総

の
介
義よ

し

兼か
ね

が
子
也
、
足あ

し

利か
ゝ

高
氏
は
此
末
也
。

此
、
信の

ふ

光み
つ

は
、
甲か

斐い

源
氏
逸へ

ん

見み

の
冠

く
わ
ん

者じ
や

清
光
か
孫
、
武た

け

田た

信の
ふ

義よ
し

の
四
男
也
。

○　

２
２
・
３
０
表

○　

２
２
・
１
１
表

○　

５
・
２
裏

○　

１
・
３
９
表

六
段

右
、
土と

肥い

の
先
次
郎
維こ

れ

平ひ
ら

は
、
遠と

を

平
か
子
、
実さ

ね

平
か
孫
、
い
つ
れ
も
平
氏
也
。

右
、
和わ

田た

の
義よ

し

盛も
り

は
、
平
氏
三
浦
大
助
義よ

し

明あ
き
らに

は
孫
、
杉
本
太
郎
義よ

し

宗む
ね

が
子
也
。

○　

２
３
・
１
８
裏

長
尾
次
郎
義
宗
─
義
盛

　

２
３
・
１
５
表

○　

２
・
３
３
表

○　

２
・
１
９
裏

　

二
段
の
畠
山
重
忠
は
、『
大
系
図
』
で
は
、
重
能
の
兄
弟
に
重
成
（
稲
毛
三
郎
入
道
）
や
有
重
（
小
山
田
別
当
）
が
見
ら
れ
、
有
重
─
重
朝
（
榛
谷
四
郎
）
と
あ
る
。

平
の
将
恒
は
、『
大
系
図
』「
平
家
秩
父
之
系
図
」（
２
・
３
１
表
）
の
始
め
に
あ
る
。

四
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

二
段

右
、
長な

が

尾を

新
六
か
げ
さ
だ
は
、
平
氏
鎌か

ま

倉く
ら

の
権ご

ん

五
郎
景か

け

正
の
後か

う

胤い
ん

、
長
尾
二
郎
景か

け

弘ひ
ろ

が
子
な
り
。

長
尾
次
郎
景
弘
─
貞
景

　

２
３
・
１
４
裏

長
尾
次
郎
景
弘
─
定
景

　
　

２
・
３
４
表

四
段

右
、
伊い

賀か

の
判は

ん

官く
わ
ん

光み
つ

季す
へ

は
、
藤
原
の
秀ひ

で

郷さ
と

の
後こ

う

胤ゐ
ん

、
佐
藤
伊い

賀か

の
前ぜ

ん
し

司と
も

朝み

つ光
が
子
な
り
。

○　

１
６
・
３
９
裏

○　

４
・
２
２
表

　

二
段
の
長
尾
新
六
「
か
げ
さ
だ
」
は
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
八
月
の
石
橋
山
合
戦
に
も
「
長
尾
新
五
為
宗
・
同
新
六
定
景
」
と
見
え
、「
定
景
（
貞
景
）」
の
誤
認
か
。
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五
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
初
段

右
、
秀ひ

て

康や
す

は
藤
原
氏
大
屋や

河か
わ
ち内

の
守
秀ひ

で

宗む
ね

が
子
な
り

○　

１
６
・
４
８
表

○　

４
・
２
６
裏

四
段

右
、
下
河
部
行
ひ
て
は
、
藤
原
秀ひ

て

郷さ
と

の
後こ

う

胤い
ん

、
行
義よ

し

が
子
也
、
父
行
義よ

し

は
、
源
三
位
頼
正
に
従し

た
かい

け

る
、
父
子
共
に　

弓
の
名め

い

人
也
、
小
山
左
衛
共
門も

ん

葉よ
う

な
り
。

行
義
─
行
平

　

１
６
・
４
４
裏

『
尊
卑
分
脈
』
に
同
じ
。

 　

４
・
２
４
表

　

四
段
の
本
文
「（
下
河
部
）
行
ひ
て
」
は
諸
系
図
「
行
平
」
と
あ
り
、
本
文
の
誤
認
か
。『
大
系
図
』
の
行
平
の
父
・「
行
義
」
に
は
「
下
河
辺
庄
司
平
治
合
戦
ニ
兵
庫

頭
源
三
位
頼
政
ニ
随
フ
弓
達
人
」
と
あ
り
、「
行
平
」
に
も
「
弓
達
人
」
の
説
明
書
き
が
あ
り
、
本
文
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

六
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

初
段

右
、
佐さ

原は
ら

兄
弟
は
、
佐さ

原は
ら

の
十
郎
義よ

し

連つ
ら

が
孫
、
時と

き

連つ
ら

か
子
な
り
。
是
三
浦
の
門も

ん

葉よ
う

也
。

右
、
三
浦
泰や

す

村む
ら

は
、
義よ

し

村む
ら

か
子
也
、
父
義よ

し

村む
ら

は
三
浦
荒あ

ら

二
郎
義よ

し

澄す
み

が
子
也
、
大
助
に
は
孫ま

ご

也
。

義
連
─
盛
連
─
時
連

　

２
３
・
１
６
裏

○ 

２
３
・
１
５
裏

時
連
─
頼
連
（
他
七
人
）

○　

２
・
２
７
裏

○　

２
・
１
６
裏

　

佐
原
兄
弟
（
時
連
の
子
）
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。『
大
系
図
』
に
、
頼
連
他
七
人
の
子
が
見
ら
れ
る
。

七
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

初
段

此
、
頼よ

り

綱つ
な

入
道
は
、
平
左さ

衛へ

門も
ん

盛も
り

時
が
孫
に
て
、
盛も

り

時
は
頼
朝
の
御
代
に
は
評
定
衆
也
、
入
道
し
て

盛し
や
う

阿
と
申
け
る
。

な
し

盛
時
─
盛
綱
─
頼
綱

○　

２
・
１
５
表

五
段

右
、
二に

階か
い

堂道

出で

羽は

の
入
道
道ど

う

蘊う
ん

貞さ
だ

勝か
つ

は
、
藤
原
氏
山
城
守
行
正
が
末ば

つ

孫そ
ん

な
り
。

右
、
宇う

都つ
の

宮
公き

ん

綱つ
な

は
、
藤
原
氏
宇う

都つ
の

宮
弥
三
郎
頼よ

り

綱つ
な

の
後こ

う

胤い
ん

、
貞さ

だ

綱つ
な

が
子
也
。

行
藤
─
貞
藤
（
道
蘊
） 

　

６
・
１
３
裏

○　

１
９
・
４
９
裏

○　

４
・
１
１
表

○　

４
・
６
裏
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六
段

此
、
高
重
は
長
崎
高
綱つ

な

入
道
円ゑ

ん

喜き

が
孫
也
。

右
、
金
沢
は
義よ

し

時
の
六
男
実さ

ね

泰や
す

よ
り
北
条
を
改
、
金
沢
と
な
の
る
。
又
、
塩
田
は
北
条
重
時
の
三
男
、

駿す
る
か河

の
守
義よ

し

政正

よ
り
北
条
を
改
、
塩
田
と
な
の
る
。
又
、
桜
田
治
部
の
大
夫
貞
国
は
、
北
条
時
頼よ

り

の

嫡ち
や
く

子し

時ち

厳げ
ん

斎さ
い

の
子
な
り
。
貞
国
よ
り
北
条
を
改
、
桜
田
と
申
け
る
。
大
仏
陸む

つ奥
の
守
貞
直
は
北
条
時

房
の
末
、
貞
房ふ

さ

の
孫
也
、
貞さ

た

直な
を

よ
り
北
条
を
改
、
大お

さ
ら
き仏

と
ぞ
申
け
る
。

な
し

金
沢
、
２
３
・
１
１
裏

塩
田
、
２
３
・
１
１
表

時
厳
、
２
３
・
１
３
表

（
貞
国
は
な
し
）

貞
直
は
貞
房
の
甥

　

２
３
・
８
裏

高
綱
─
高
貞
─
高
重

　
　

２
・
１
５
裏

○
金
沢
２
・
１
２
表

○
塩
田
２
・
１
１
表

○
時
厳
斎
─
貞
国

　

２
・
８
表

『
尊
卑
分
脈
』
に
同
じ
。

　

２
・
１
４
表

　

初
段
の
平
頼
綱
と
六
段
の
長
崎
高
重
は
、『
尊
卑
分
脈
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
平
頼
綱
は
『
吾
妻
鏡
』
で
は
多
く
見
ら
れ
、『
北
条
系
譜
人
名
辞
典
』（
新
人
物
往
来
社　

二
〇
一
一
年
六
月
）
に
よ
れ
ば
、
平
盛
時
の
子
と
し
、
盛
時
は
「
盛
綱
の
子
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
同
じ
く
長
崎
高
綱
は
、
光
綱
（「
平
盛
時
の
子
」）
の
子
と
あ
り
、
幕

府
滅
亡
の
時
「
北
条
一
族
や
子
高
資
・
孫
高
重
ら
と
と
も
に
鎌
倉
東
勝
寺
で
自
害
」
と
あ
る
。
五
段
の
二
階
堂
道
蘊
貞
勝
は
、『
尊
卑
分
脈
』
な
ど
で
は
「
貞
藤
（
道

蘊
）」
で
あ
る
。

　

以
上
、『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』「
系
譜
」
の
記
述
は
、
ほ
ぼ
『
大
系
図
』
に
拠
っ
て
い
る
。
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